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─────────────────────────────────────────── 

平成18年 第１回（定例）周 防 大 島 町 議 会 会 議 録（第３日） 

                             平成18年３月10日（金曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第３号） 

                         平成18年３月10日 午後１時30分開議 

 日程第１ 議案第１号 平成１８年度周防大島町一般会計予算について（説明・質疑・付託） 

 日程第２ 議案第２号 平成１８年度周防大島町国民健康保険事業特別会計予算について（説

明・質疑・付託） 

 日程第３ 議案第３号 平成１８年度周防大島町老人保健事業特別会計予算について（説明・

質疑・付託） 

 日程第４ 議案第４号 平成１８年度周防大島町介護保険事業特別会計予算について（説明・

質疑・付託） 

 日程第５ 議案第５号 平成１８年度周防大島町訪問看護事業特別会計予算について（説明・

質疑・付託） 

 日程第６ 議案第６号 平成１８年度周防大島町簡易水道事業特別会計予算について（説明・

質疑・付託） 

 日程第７ 議案第７号 平成１８年度周防大島町下水道事業特別会計予算について（説明・質

疑・付託） 

 日程第８ 議案第８号 平成１８年度周防大島町農業集落排水事業特別会計予算について（説

明・質疑・付託） 

 日程第９ 議案第９号 平成１８年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計予算について（説

明・質疑・付託） 

 日程第10 議案第10号 平成１８年度周防大島町渡船事業特別会計予算について（説明・質

疑・付託） 

 日程第11 議案第11号 平成１８年度周防大島町交通災害共済事業特別会計予算について（説

明・質疑・付託） 

 日程第12 議案第12号 平成１８年度周防大島町公営企業局企業会計予算について（説明・質

疑・付託） 

 日程第13 議案第13号 平成１７年度周防大島町一般会計補正予算（第７号）について 

 日程第14 議案第14号 平成１７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

について 
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 日程第15 議案第15号 平成１７年度周防大島町老人保健事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

 日程第16 議案第16号 平成１７年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて 

 日程第17 議案第17号 平成１７年度周防大島町訪問看護事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

 日程第18 議案第18号 平成１７年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）に

ついて 

 日程第19 議案第19号 平成１７年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第４号）につ

いて 

 日程第20 議案第20号 平成１７年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）

について 

 日程第21 議案第21号 平成１７年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

について 

 日程第22 議案第22号 平成１７年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第３号）につい

て 

 日程第23 議案第23号 平成１７年度周防大島町公営企業局企業会計補正予算（第３号）につ

いて 

 日程第24 議案第41号 周防大島町過疎地域自立促進計画（後期）の変更について 

 日程第25 議案第42号 山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合を組織する地方公共団体の

数の増加及び規約の変更について 

 日程第26 議案第43号 あらたに生じた土地の確認について（浮島） 

 日程第27 議案第44号 字の区域の変更について（浮島） 

 日程第28 議案第45号 あらたに生じた土地の確認について（日前） 

 日程第29 議案第46号 字の区域の変更について（日前） 

 日程第30 議案第47号 あらたに生じた土地の確認について（椋野） 

 日程第31 議案第48号 字の区域の変更について（椋野） 

 日程第32 議案第49号 町道の認定について 

 日程第33 議案第50号 周防大島町浮島地区学習等供用施設の指定管理者の指定について 

 日程第34 議案第51号 周防大島町原地区学習等供用施設の指定管理者の指定について 

 日程第35 議案第52号 周防大島町久賀歴史民俗資料館の指定管理者の指定について 

 日程第36 議案第53号 周防大島町町衆文化伝承の館の指定管理者の指定について 
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 日程第37 議案第54号 周防大島町町衆文化の薫る郷公園の指定管理者の指定について 

 日程第38 議案第55号 日本ハワイ移民資料館の指定管理者の指定について 

 日程第39 議案第56号 周防大島町ながうらスポーツ滞在型施設等の指定管理者の指定につい

て 

 日程第40 議案第57号 周防大島町サン・スポーツランド片添の指定管理者の指定について 

 日程第41 議案第58号 周防大島町フィッシングビレッジやしろ郷の指定管理者の指定につい

て 

 日程第42 議案第59号 周防大島町自光寺ピッコロランドの指定管理者の指定について 

 日程第43 議案第60号 周防大島町片添ケ浜温泉遊湯ランドの指定管理者の指定について 

 日程第44 議案第61号 周防大島町青少年旅行村の指定管理者の指定について 

 日程第45 議案第62号 周防大島町陸奥野営場の指定管理者の指定について 

 日程第46 議案第63号 周防大島町立陸奥記念館の指定管理者の指定について 

 日程第47 議案第64号 周防大島町なぎさ水族館の指定管理者の指定について 

 日程第48 議案第65号 周防大島町総合交流ターミナルの指定管理者の指定について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 議案第１号 平成１８年度周防大島町一般会計予算について（説明・質疑・付託） 

 日程第２ 議案第２号 平成１８年度周防大島町国民健康保険事業特別会計予算について（説

明・質疑・付託） 

 日程第３ 議案第３号 平成１８年度周防大島町老人保健事業特別会計予算について（説明・

質疑・付託） 

 日程第４ 議案第４号 平成１８年度周防大島町介護保険事業特別会計予算について（説明・

質疑・付託） 

 日程第５ 議案第５号 平成１８年度周防大島町訪問看護事業特別会計予算について（説明・

質疑・付託） 

 日程第６ 議案第６号 平成１８年度周防大島町簡易水道事業特別会計予算について（説明・

質疑・付託） 

 日程第７ 議案第７号 平成１８年度周防大島町下水道事業特別会計予算について（説明・質

疑・付託） 

 日程第８ 議案第８号 平成１８年度周防大島町農業集落排水事業特別会計予算について（説

明・質疑・付託） 

 日程第９ 議案第９号 平成１８年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計予算について（説
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明・質疑・付託） 

 日程第10 議案第10号 平成１８年度周防大島町渡船事業特別会計予算について（説明・質

疑・付託） 

 日程第11 議案第11号 平成１８年度周防大島町交通災害共済事業特別会計予算について（説

明・質疑・付託） 

 日程第12 議案第12号 平成１８年度周防大島町公営企業局企業会計予算について（説明・質

疑・付託） 

 日程第13 議案第13号 平成１７年度周防大島町一般会計補正予算（第７号）について 

 日程第14 議案第14号 平成１７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

について 

 日程第15 議案第15号 平成１７年度周防大島町老人保健事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

 日程第16 議案第16号 平成１７年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて 

 日程第17 議案第17号 平成１７年度周防大島町訪問看護事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

 日程第18 議案第18号 平成１７年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）に

ついて 

 日程第19 議案第19号 平成１７年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第４号）につ

いて 

 日程第20 議案第20号 平成１７年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）

について 

 日程第21 議案第21号 平成１７年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

について 

 日程第22 議案第22号 平成１７年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第３号）につい

て 

 日程第23 議案第23号 平成１７年度周防大島町公営企業局企業会計補正予算（第３号）につ

いて 

 日程第24 議案第41号 周防大島町過疎地域自立促進計画（後期）の変更について 

 日程第25 議案第42号 山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合を組織する地方公共団体の

数の増加及び規約の変更について 

 日程第26 議案第43号 あらたに生じた土地の確認について（浮島） 
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 日程第27 議案第44号 字の区域の変更について（浮島） 

 日程第28 議案第45号 あらたに生じた土地の確認について（日前） 

 日程第29 議案第46号 字の区域の変更について（日前） 

 日程第30 議案第47号 あらたに生じた土地の確認について（椋野） 

 日程第31 議案第48号 字の区域の変更について（椋野） 

 日程第32 議案第49号 町道の認定について 

 日程第33 議案第50号 周防大島町浮島地区学習等供用施設の指定管理者の指定について 

 日程第34 議案第51号 周防大島町原地区学習等供用施設の指定管理者の指定について 

 日程第35 議案第52号 周防大島町久賀歴史民俗資料館の指定管理者の指定について 

 日程第36 議案第53号 周防大島町町衆文化伝承の館の指定管理者の指定について 

 日程第37 議案第54号 周防大島町町衆文化の薫る郷公園の指定管理者の指定について 

 日程第38 議案第55号 日本ハワイ移民資料館の指定管理者の指定について 

 日程第39 議案第56号 周防大島町ながうらスポーツ滞在型施設等の指定管理者の指定につい

て 

 日程第40 議案第57号 周防大島町サン・スポーツランド片添の指定管理者の指定について 

 日程第41 議案第58号 周防大島町フィッシングビレッジやしろ郷の指定管理者の指定につい

て 

 日程第42 議案第59号 周防大島町自光寺ピッコロランドの指定管理者の指定について 

 日程第43 議案第60号 周防大島町片添ケ浜温泉遊湯ランドの指定管理者の指定について 

 日程第44 議案第61号 周防大島町青少年旅行村の指定管理者の指定について 

 日程第45 議案第62号 周防大島町陸奥野営場の指定管理者の指定について 

 日程第46 議案第63号 周防大島町立陸奥記念館の指定管理者の指定について 

 日程第47 議案第64号 周防大島町なぎさ水族館の指定管理者の指定について 

 日程第48 議案第65号 周防大島町総合交流ターミナルの指定管理者の指定について 

────────────────────────────── 

出席議員（25名） 

１番 安本 貞敏君       ２番 伊東 梅芳君 

３番 土手 正喜君       ４番 平野 和生君 

５番 荒川 政義君       ６番 浜戸 信充君 

７番 杉山 藤雄君       ８番 神岡 光人君 

９番 田村 三郎君       10番 伊藤 秀行君 

12番 平村 真成君       13番 魚谷 洋一君 
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14番 松井 岑雄君       15番 黑田 壇豊君 

16番 広田 清晴君       17番 魚原 満晴君 

18番 冨田 安英君       19番 木村  潔君 

20番 中本 博明君       21番 平川 敏郎君 

22番 田中隆太郎君       23番 小田 貞利君 

24番 尾元  武君       25番 久保 雅己君 

26番 新山 玄雄君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 山内 章弘君     議事課長 木元 真琴君 

書  記 河井 敏博君     書  記 平田富久代君 

書  記 藤本万亀子君                 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 中本 冨夫君   助役 …………………… 椎木  巧君 

収入役 ………………… 吉村 正晴君   教育長 ………………… 平田  武君 

公営企業管理者 ……… 川田 昌満君   総務部長 ……………… 村田 雅典君 

総務課長 ……………… 吉田 芳春君   総合政策課長 ………… 坂本  薫君 

財政課長 ……………… 奈良元正昭君   健康福祉部長 ………… 馬野 正文君 

産業建設部長 ………… 岡村 春雄君   環境生活部長 ………… 村田 章文君 

企画課長 ……………… 中野 守雄君   久賀総合支所長 ……… 野口 菊義君 

大島総合支所長 ……… 山本  治君   東和総合支所長 ……… 田村  博君 

橘総合支所長 ………… 中河 美昭君   教育次長 ……………… 布村 和男君 

公営企業局総務部長 … 河村 常和君   下水道課長 …………… 嶋元 則昭君 

────────────────────────────── 

午後１時30分開議 

○議長（新山 玄雄君）  御苦労さまでございます。本日は柳井の広域消防組合議会が５時からご

ざいますので、本日の会議は４時半までということにいたしたいと思います。もし延びたら延会
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をいたしますので、よろしくどうぞお願いをいたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布してあるとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第１号 

日程第２．議案第２号 

日程第３．議案第３号 

日程第４．議案第４号 

日程第５．議案第５号 

日程第６．議案第６号 

日程第７．議案第７号 

日程第８．議案第８号 

日程第９．議案第９号 

日程第１０．議案第１０号 

日程第１１．議案第１１号 

日程第１２．議案第１２号 

○議長（新山 玄雄君）  昨日の会議に引き続き、平成１８年度周防大島町介護保険事業特別会計

予算についてから説明願います。馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  それでは、特別会計の予算書をお願いいたします。 

 予算書の１１ページになります。議案第４号平成１８年度周防大島町介護保険事業特別会計予

算につきまして補足説明を行います。 

 初めに、今回の改正内容につきまして、少し説明をいたします。介護予防の重視と施設給付の

見直しを柱とする介護保健法改正が平成１７年６月２２日可決成立いたしました。平成１２年度

の制度施行から介護費用が年間１０％の伸びを続ける中で、認定者の半数を占める要支援、要介

護１の軽度者に新予防給付を導入すると同時に、要支援、要介護状態への移行を予防する。 

 地域支援事業を創設することで、介護費用の適正化を図り、制度の持続可能性の確保、明るく

活力ある超高齢化社会の構築を基本的視点として、制度全般について見直しが行われました。 

 主な改正点を申し上げますと、要介護度の軽い人の状態が悪化し、介護が必要な状態になるこ

とを防ぐためのサービスとして新予防給付が導入されます。この導入に伴い、要介護認定が現行

の６区分から７区分に変わります。現行の要支援は要支援１になり、要介護１は要支援２と要介

護１に分かれます。要支援１、要支援２の方は介護給付ではなく、介護予防給付の対象となりま

す。 
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 なお、現行の区分が要介護１の人のうち、認知症や病気、けがなどのために、介護予防サービ

スの効果が出にくい方は引き続き要介護１となり、これまでどおり介護給付を受けることになり

ます。 

 次に、介護保険の給付を受けていないものの、心身が虚弱のため、介護や支援が必要となる可

能性の高い方や、すべての高齢者を対象とした介護予防を推進するため、地域支援事業が創設さ

れます。現行の老人保健事業と介護予防、地域支え合い事業を再編し、介護予防的なサービスを

地域支援事業に一元化するものです。 

 これは、要介護状態となるリスクが高く、介護予防が必要な高齢者を発見、支援するとともに、

軽度認定者に対する適切な介護予防マネジメントや介護予防サービスを提供することで、要介護

状態に陥るの防いだりおくれらせたりすることを進めるものです。この地域支援事業と介護予防

給付は新たに開設する地域包括支援センターが中心となって実施いたします。 

 次に、第１号被保険者の保険料については、現行は５段階設定ですが、所得の低い方の負担を

抑えるため、現行の第２段階を細分化し、保険料基準額の６０％料率を新たに設定し、さらなる

低所得者への軽減を図ることとしています。 

 以上が主な改正点ですが、高齢者ができる限り要介護、要支援状態になることなく、健やかや

生活を営むことができるよう、関係機関との連携に努めていきたいと考えています。 

 それでは本文で、第１条の歳入歳出予算では、歳入歳出予算の総額を２７億２,９１４万

９,０００円と定めるものです。対前年度比１億５,６６１万７,０００円、６.１％の増となって

おります。 

 第２条の歳出予算の流用では、保険給付費の同一款内での流用ができることを定めるものです。 

 １３ページから１５ページに「第１表歳入歳出予算」を掲げていますが、事項別明細書で説明

をいたします。 

 事項別明細書の３７ページをお願いいたします。歳入から御説明いたします。 

 １款の保険料は３億４,３４６万７,０００円、対前年度比１,０７３万７,０００円、３.２％

の増となっております。第１号被保険者の保険料負担割合が１８％から１９％に改正されたこと

と、所得段階別保険料が５段階から６段階に設定されたことにより推計し、現年度分の特別徴収

保険料３億８５６万円、現年度分の普通徴収保険料３,４２０万７,０００円及び滞納繰越分保険

料７０万円を計上しております。 

 ３款の国庫支出金は、７億８,６８２万３,０００円、対前年度比５,９９２万６,０００円、

８.２％の増となっております。１項の国庫負担金は、介護保険は財源負担の５０％を公費負担

としており、介護給付費に係る国が負担する２０％の法定負担分として５億１,４３５万

９,０００円を計上しております。 
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 ３８ページになります。２項の国庫補助金は、全国の保険者の保険給付費総額の５％に相当す

る額を所得水準や後期高齢者比率により介護保険財政を調整するための調整交付金２億５,７４３万

６,０００円、新たに創設されました地域支援事業の介護予防事業費の２５％分及び包括的支援

事業、任意事業費の４０.５％分の地域支援事業交付金１,５０２万８,０００円を計上しており

ます。 

 ４款の支払い基金交付金は８億１２５万２,０００円、対前年度比７５３万３,０００円、

０.９％の増となっております。第２号被保険者が医療保険の中で負担している介護保険料が社

会保険診療報酬支払い基金に納付された後、政令で定める基準に基づき交付される介護給付費交

付金７億９,７２５万６,０００円、同じく新たに創設されました地域支援事業の介護予防事業費

の３１％分の地域支援事業交付金３９９万６,０００円を計上しております。 

 ５款の県支出金は３億２,８９８万７,０００円、対前年度比１,８９４万１,０００円、６.１％

の増となっております。介護給付費の１２.５％相当分の介護給付費負担金３億２,１４７万

４,０００円、同じく新たに創設されました地域支援事業の介護予防事業費の１２.５％分及び包

括的支援事業任意事業費の２０.２５％分の地域支援事業交付金７５１万３,０００円を計上して

おります。 

 ３９ページをお願いいたします。７款繰入金は４億６,７５３万１,０００円、対前年度比

５,９１５万１,０００円、１４.５％の増となっております。１項の他会計繰入金は介護給付費

繰入金として３億２,１４７万４,０００円、地域支援事業繰入金として７５１万３,０００円、

その他一般会計繰入金は職員給与費や事務費、介護認定審査会経費として１億１,１５５万

４,０００円を計上しております。 

 ４０ページになります。２目の基金繰入金は、介護給付費準備基金のうち２,６９９万円を取

り崩し介護給付費に充てるため繰り入れるものであります。 

 ４１ページをお願いいたします。歳出について御説明いたします。１款の総務費は８,６７４万

８,０００円、対前年度比２９３万７,０００円、３.３％の減となっております。１項の総務管

理費は、職員人件費や一般管理費として４,９１９万８,０００円。 

 ４２ページになります。２項の徴収費は保険料徴収関係の経費として１６１万９,０００円。 

 ４３ページになります。３項の介護認定審査会費は、介護認定審査会関係の経費として

３,５９３万１,０００円を計上しております。 

 ４４ページをお願いいたします。２款の保険給付費は２５億７,１８０万５,０００円、対前年

度比９,１４３万円、３.７％の増となっております。１項のサービス諸費は、介護サービス等給

付費で２１億６,５０１万１,０００円、介護予防サービス等給付費は要支援認定者のサービス給

付費として２億３１９万３,０００円を計上しております。 
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 ４５ページになります。２項のその他諸費は審査支払い手数料で３７８万１,０００円、３項

の高額サービス費は法改正により利用者負担限度額の一部減額に伴い５,０４０万５,０００円、

対前年度比２,７９７万２,０００円増額を計上しております。 

 ４６ページをお願いいたします。４項の特定入所者サービス費は、平成１７年１０月から保険

給付対象外となった食費、居住費の低所得者に対する補足給付として１億４,９４１万５,０００円

を計上しております。 

 ３款の財政安定化基金拠出金は２６６万１,０００円、対前年度比１９万７,０００円、

８.０％の増となっております。介護保険事業計画の中で算定される保険給付費の０.１％の拠出

金ですが、１８年度から第３期事業計画が始まることに伴い、保険給付費の増加が見込まれるこ

とから増額となっております。 

 ５款の地域支援事業は新たに創設したもので、６,７９２万５,０００円を計上しております。

１項の介護予防事業については、まず、介護予防特定高齢者施策事業は介護予防上の支援が必要

と認められる虚弱高齢者を対象に、運動器の機能向上、栄養改善、閉じこもり予防支援、認知症

予防支援、うつ予防支援等を推進する事業であり、４９ページになります。介護予防一般高齢者

施策事業は、すべての高齢者を対象に介護予防に関する知識の普及、啓発を推進するものとして、

２,４６２万２,０００円を計上しております。 

 ２項の包括支援事業、任意事業について、まず、包括的支援事業は要支援、要介護になる恐れ

のある高齢者を対象に、できる限り要介護状態へ移行するのを防ぐことを目的に介護予防マネジ

メントや総合的な相談支援を実施するものであり、５０ページになります。任意事業は、在宅の

要介護者を介護している家族等の精神的、経済的な負担の軽減を図るための家族介護支援や、生

きがいと健康づくり等を行う事業、また、これらの介護予防サービスを提供するために設置する

地域包括支援センター運営事業として４,３３０万３,０００円を計上しております。なお、地域

包括支援センターは、町の直営とし、社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャー等を配置するこ

ととし、介護予防の円滑化、適正な運営に努めてまいりたいと考えております。 

 以上で、平成１８年度周防大島町介護保険事業特別会計予算の補足説明を終わります。 

 続きまして、予算書の１７ページをお願いいたします。議案第５号平成１８年度周防大島町訪

問看護事業特別会計予算につきまして補足説明を行います。 

 それでは、本文で第１条の歳入歳出予算では、歳入歳出予算の総額を２,６８３万５,０００円

と定めるものです。対前年度比８０万６,０００円、３.１％の増となっております。 

 １９ページから２０ページに「第１表歳入歳出予算」を掲げていますが、事項別明細書で説明

をいたします。 

 事項別明細書の６３ページをお願いいたします。歳入から御説明いたします。 
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 １款の療養費交付金は、１,３５９万３,０００円、対前年度比１０万１,０００円、０.７％の

減となっております。医療保険分の訪問看護療養費交付金で２９７万６,０００円、介護保険分

の介護保険給付費で８８５万８,０００円、居宅サービス計画作成の居宅介護支援事業費で

１７５万９,０００円を計上しております。 

 ２款の分担金及び負担金は１６７万８,０００円、対前年度比１９万９,０００円、１０.６％

の減となっております。訪問看護、介護保険の利用料を計上しております。 

 ６４ページをお願いいたします。３款の繰入金は、一般会計からの繰入金として１,１５６万

２,０００円、対前年度比１１０万６,０００円、１０.６％の増となっております。 

 それでは、６５ページをお願いいたします。歳出について御説明いたします。 

 １款の訪問看護事業費は２,６８３万５,０００円、対前年度比８０万６,０００円、３.１％の

増となっております。 

 １目の訪問看護事業費は職員人件費や一般経費、また訪問看護に要する経費として２,６５９万

４,０００円、６６ページになりますが、２目の居宅介護支援事業費は介護保険居宅サービス計

画を作成する介護支援専門員の活動経費として２４万１,０００円を計上しております。 

 以上で、平成１８年度周防大島町訪問看護事業特別会計予算の補足説明を終わります。 

○議長（新山 玄雄君）  続いてお願いします。村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  それでは、議案第６号平成１８年度周防大島町簡易水道事業特

別会計予算から議案第９号平成１８年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計予算まで、環境生

活部所管の４議案につきまして補足説明を行います。 

 まず、議案第６号平成１８年度周防大島町簡易水道事業特別会計予算について御説明いたしま

す。特別会計予算書の２１ページをお願いいたします。 

 第１条におきまして、歳入歳出予算の総額を１０億８,５０１万６,０００円と定めております。 

 また、第２条におきまして、２５ページの第２表地方債のとおり地方自治法第２３０条第１項

の規定により、起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の

方法について定めております。 

 その概要につきまして、事項別明細書により説明をさせていただきます。 

 まず、歳入については、事項別明細書の７９ページをお願いいたします。１款分担金及び負担

金では、新規加入者を１４０件と見込み、加入者負担金として３４６万円を計上いたしました。 

 ２款使用料及び手数料１項給水使用料は、３億９,５３６万５,０００円の計上でございます。

２項手数料は諸証明手数料、業者指定手数料、開閉栓手数料を合わせ３３万５,０００円を計上

いたしております。 

 ８０ページをお願いいたします。３款繰入金において一般会計から５億８,７７５万２,０００円
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を繰り入れることとして予算を調整いたしております。 

 ４款繰越金１,０００円、５款諸収入で消費税還付金１,０００円、雑入１,０００円をそれぞ

れ計上し、６款町債では、簡易水道事業債を４,９１０万円、過疎対策事業債を４,９００万円予

定いたしております。 

 ８３ページをお願いいたします。歳出でございますが、１款簡易水道費１項事務費１目総務費

は１億３６５万７,０００円の計上であります。職員人件費の７,８７９万９,０００円は、職員

９名分の給料等でございます。総務一般経費の２,４８５万８,０００円は水道施設に係る借地料

１６８万２,０００円と、消費税として２,１００万円の計上が主なものでございます。 

 ８４ページは、２項事業費１目維持管理費であります。維持管理経費は広域水道企業団からの

受水費が３億７,７８０万８,０００円となっております。委託料は電気計装の保守点検、水質検

査、水道施設の監視点検が主なものでありますが、三蒲地区にあります大島第３配水池が芸予地

震により漏水が発生し、一度補修を行いましたが、再度漏水が発生いたしましたので、その原因

と対応を調査する経費として２２５万８,０００円を計上いたしております。 

 ８６ページの２目設備費は、９,８１７万５,０００円の計上であります。三蒲西部地区におき

ましては、旧水源を使用しておりましたが、広域水道受水後は旧水源を撤去するよう県からの指

導もありましたので、これを撤去し、広域水道を利用できるよう配水管を布設するものでござい

ます。 

 ２款公債費は元金３億６１３万４,０００円、利子１億１,６７７万６,０００円、合わせて

４億２,２９１万円の計上でございます。 

 ８７ページは還付金３０万円、予備費５０万円を計上いたしております。 

 以上が議案第６号平成１８年度周防大島町簡易水道事業特別会計予算についての概要でござい

ます。 

 次に、議案第７号平成１８年度周防大島町下水道事業特別会計予算について補足説明をいたし

ます。 

 特別会計予算書の２７ページからでございます。第１条により、歳入歳出予算の総額を４億

７,５１８万７,０００円といたしております。 

 第２条地方債は３１ページの第２表のとおり、限度額を９,６９０万円とするほか、目的、方

法、利率、償還の方法について定めておるところでございます。 

 それでは、事項別明細書によりその主なものについて説明させていただきます。 

 事項別明細書の１０１ページをお願いいたします。１款分担金及び負担金は、公共下水道事業

分担金として現年度分１,１８４万円、過年度分９万円、合わせて１,１９３万円を計上いたしま

した。 
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 ２款は使用料及び手数料であります。現年度分公共下水道使用料３,４９２万円、過年度分

１,０００円の計上でありますが、昨年度対比４６３万２,０００円の増を見込んでおるところで

ございます。 

 １０２ページをお願いいたします。３款国庫支出金１項国庫補助金は、６,４５０万円を予定

しております。 

 ４款繰入金では、２億６,５９２万６,０００円を一般会計から繰り入れることになっておりま

す。 

 ５款諸収入は消費税還付金１００万円、雑入１,０００円を見込んでおります。 

 ６款町債は、下水道事業債４,８５０万円、過疎対策事業債４,８４０万円を予定いたしており

ます。 

 １０５ページからの歳出におきましては、１款公共下水費１項事務費１目総務管理費は人件費

がその主なものでございます。 

 １０６ページの２項事業費１目維持管理費は安下庄地区及び片添地区の公共下水道維持管理費

として６,０１９万１,０００円の計上でございます。光熱水費９２６万６,０００円、処理施設

維持管理委託料２,４４４万９,０００円、汚泥処理委託料４６７万５,０００円等がその主なも

のでございます。 

 １０８ページをお願いいたします。安下庄地区公共下水道事業は１億７,５２４万円の計上で

ありますが、施工認可が平成１９年度までとなっておりますので、これを見直すための委託料と

して９１２万７,０００円、西地区のほかの工事請負費１億６,２９８万５,０００円がその主な

ものでございます。 

 次に、１０９ページの２款公債費は、元金１億２,０９２万４,０００円、利子４,０３５万

７,０００円、合わせて１億６,１２８万１,０００円を計上いたしております。 

 以上が議案第７号平成１８年度周防大島町下水道事業特別会計予算の概要でございます。 

 次に、議案第８号平成１８年度周防大島町農業集落排水事業特別会計予算について補足説明を

行います。 

 特別会計予算書の３３ページをお願いいたします。第１条におきまして、歳入歳出予算の総額

を５億２,９８５万７,０００円と定めております。対前年度比１０億１,４０４万４,０００円大

幅減となっておりますが、これは和田地区が完了したことに加え、沖浦西地区が最終年度となる

ため事業費が大きく減額となったためでございます。 

 第２条は、３７ページの第２表のとおり地方債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方

法を定めるものでございます。 

 それでは、事項別明細書１２３ページをお願いいたします。歳入の１款分担金及び負担金１項
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分担金１目農業集落排水事業では、日良居地区の新規加入者分担金の現年度分３０３万６,０００円、

過年度分９万円、沖浦西東、津海木地区の事業費分担金として７９９万８,０００円、合わせて

１,１１２万４,０００円の計上でございます。 

 ２款使用料及び手数料のうち、使用料では農業集落排水事業使用料現年度分１,３６３万

２,０００円、過年度分１,０００円の計上でございます。和田、沖浦西地区の供用開始に伴う新

規分をそれぞれ５０件と見込んでの計上でございます。 

 １２４ページ、３款県補助金は沖浦西地区を初めとする各事業に対する県補助金として１億

６,３７５万円を計上いたしました。 

 ４款繰入金は、一般会計からの繰入金１億７,３６４万８,０００円の計上でございます。 

 ５款諸収入は、消費税還付金１００万円、雑入１,０００円を見込んでおります。 

 ６款町債におきましては、下水道事業債８,３５０万円、過疎対策事業債８,３２０万円を予定

しております。 

 １２８ページをお願いいたします。歳出でございますが、１款農業集落排水費２項事業費１目

維持管理費は６,１１７万４,０００円の計上でありますが、供用開始をいたしております戸田地

区及び日良居地区に加え、供用開始予定の沖浦西地区、和田地区の維持管理経費でございます。

施設管理業務委託料３,０１４万３,０００円、下水道台帳作成委託料５５０万円、水質検査委託

料３０７万５,０００円等がその主なものでございます。 

 １２９ページの２目農業集落排水事業費は３億５,５１３万２,０００円の計上でございますが、

人件費を含め沖浦西地区４,２６７万６,０００円、沖浦東地区２億２,１７９万６,０００円、津

海木地区３,５３２万円、秋地区５,５３４万円をそれぞれ計上し、事業の推進を図るものでござ

います。 

 １３２ページの２款公債費は、元金、利子を合わせ９,８８０万１,０００円の計上であります。 

 ３款予備費は５０万円の計上でございます。 

 以上が議案第８号平成１８年度周防大島町農業集落排水事業特別会計予算の概要でございます。 

 続いて、議案第９号平成１８年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計予算について補足説明

を行います。 

 予算書は３９ページからとなっております。第１条におきまして、歳入歳出予算の総額を

３,７７３万円と定め、浮島地区漁業集落排水の維持管理を行うものであり、款項の区分及びそ

の金額は４１ページからの第１表のとおりでございます。その概要を事項別明細書により説明さ

せていただきます。 

 １４７ページをお願いいたします。まず、歳入では、１款分担金及び負担金において現年度分

として１,０００円を計上いたしております。 
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 ２款使用料及び手数料は、漁業集落排水事業使用料として２７９万１,０００円を見込んでお

ります。 

 ３款繰入金におきましては、３４９万７,０００円を一般会計から繰り入れることとしており

ます。 

 ４款諸収入は、雑入といたしまして１,０００円の計上でございます。 

 続いて、歳出でありますが、１４９ページをお願いいたします。１款漁業集落排水費１項事業

費１目維持管理費におきまして、電気料、修繕費、処理施設の維持管理業務委託料、汚泥処理委

託料等合わせ１,３８７万９,０００円を計上いたしておりますが、供用開始後９年を経過いたし

ますので、平成１８年度において調査業務委託料として１００万円を計上し、使用等による影響

など施設の総点検を行うことといたしております。 

 １５０ページの２款公債費は、元金１,９４４万２,０００円、利子４１０万９,０００円、合

わせて２,３５５万１,０００円の計上であります。 

 ３款予備費については、３０万円を計上いたしております。 

 以上が議案第９号平成１８年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計予算の概要でございます。 

 以上で議案についての補足説明を終わらせていただきます。 

○議長（新山 玄雄君）  続いて、村田総務部長。 

○総務部長（村田 雅典君）  続きまして、議案第１０号平成１８年度周防大島町渡船事業特別会

計予算について補足説明をいたします。 

 特別会計予算書の４３ページをお願いいたします。第１条におきまして、歳入歳出予算の総額

を８,４９７万５,０００円とすることとしております。 

 第２条は地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法について第２表のとおり定

めることとしております。 

 それでは、事項別明細書の１５５ページをお開き願います。まず、歳入からであります。 

 １款使用料及び手数料１項使用料は、前島航路８５万８,０００円、情島航路５３９万

１,０００円、浮島航路９３８万９,０００円と見込み、合わせて１,５６３万８,０００円の計上

であります。 

 ２項の手数料は手荷物等の手数料であります。３航路合わせまして３１５万８,０００円を計

上しております。 

 １５６ページであります。２款の国庫支出金は、それぞれの航路にかかわる国庫補助金といた

しまして２,７２１万１,０００円を計上いたしました。 

 ３款の県支出金は、航路補助金といたしまして２,０６５万９,０００円を計上するとともに、

浮島航路の待合所設置にかかわる元気な島づくりサポート事業補助金といたしまして２８０万円



- 150 - 

を計上しております。 

 ４款の繰入金は、一般会計から１,４１０万６,０００円を繰り入れることとしております。繰

越金は１,０００円、雑入は２,０００円の計上であります。町債は浮島航路の待合所設置に充当

することとし、過疎対策事業債を１４０万円計上しております。 

 １５９ページをお願いいたします。歳出であります。１款の事業費１項事務費は職員人件費

１名分と事務費を合わせ８４５万５,０００円の計上であります。 

 １６０ページでありますが、２項の事業費は船員の人件費、燃料費など、１目前島航路運行費

で１,７８１万５,０００円、２目情島航路運行費で１,４６４万４,０００円、３目浮島航路運行

費で３,４６２万５,０００円、合わせて６,７０８万４,０００円を計上しております。なお、浮

島航路運行経費では、日前港に発着場を移設したことに伴いまして、待合所を建設する工事請負

費５００万円を計上しております。財源は元気な島づくりサポート事業県補助金及び過疎対策事

業債を予定しております。 

 １６５ページをお開き願います。２款の公債費は元利償還金にあわせ９２３万６,０００円の

計上であります。予備費は昨年同額の２０万円の計上であります。 

 以上が議案第１０号平成１８年度周防大島町渡船事業特別会計予算の概要であります。 

 続きまして、議案第１１号平成１８年度周防大島町交通災害共済事業特別会計予算について補

足説明をいたします。 

 予算書は４９ページであります。第１条によりまして、歳入歳出予算の総額を９８８万円とし、

款項別の予算額は歳入５１ページ、歳出５２ページに掲げているとおりであります。 

 事項別明細書１７９ページをお願いいたします。歳入でありますが、１款共済会費収入は、

年々加入者が減少している実績をかんがみ、１７年度加入者の９割を見込み４６１万５,０００円

を計上いたしました。 

 ２款共済交付金は、見舞金として町村会より交付されるものであり、４１５万４,０００円の

計上であります。 

 ３款繰越金は１０５万１,０００円を見込んでおります。 

 ４款諸収入は、共済会員台帳印刷経費といたしまして助成されます６万円の計上であります。 

 続いて、１８０ページの歳出をお願いいたします。１款の交通災害事業費は見舞金４１５万

４,０００円、事務費等合わせて４６７万５,０００円の計上であります。 

 ２款の再共済掛金は共済会費収入の９０％を再共済掛金として払い込みますので、４１５万

４,０００円の計上であります。 

 ３款予備費は、繰越金の１０５万１,０００円を計上いたしました。 

 以上で議案第１１号平成１８年度周防大島町交通災害共済事業特別会計予算の補足説明を終わ
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ります。 

○議長（新山 玄雄君）  続いてお願いします。議案第１２号、川田企業管理者。 

○公営企業管理者（川田 昌満君）  議案第１２号平成１８年度周防大島町公営企業局企業会計予

算について補足説明を申し上げます前に、厚生労働省等の最近の現況を御説明申し上げます。 

 今回の診療報酬改正でございますが、３.１％という過去最大のマイナス改定であり、その内

容につきましては、患者様から見てわかりやすく生活の質を高める医療を実現する。医療機能の

分化連携を推進する。今後重点的に対応をしていくべき領域の評価のあり方などを枠組みにして

構成されており、今までの基準を満たせば加算という点数からして当たり前、しなければ減算と

いう新しい基準方法になっております。 

 なお、介護報酬も先行実施した昨年１０月改定分を含めた全体の改定率は２.４％の引き下げ

で、医療、介護とも新年度はますます厳しさを増してまいるものです。議員各位におかれまして

も、どうか御理解を賜り、御支援、御鞭撻よろしくお願いをいたします。 

 また、平成１６年度より２年間は医師研修制度が義務づけられ、そのため大学の医局に入局す

る医師が一人もおらず、地方の病院の医師を引き上げてきております。当病院も平成１６年度は

皮膚科の医師を常勤から非常勤で週２日間となり、平成１８年４月からは東和病院の外科も２名

が１名減となり、残りの１名も１０月からいなくなる予定であります。 

 また、大島病院の内科医師１名も３月末で体調不良という理由で退職の申し出があり、私とし

ても途方に暮れている現状であります。医学部の医局に行ってもなかなかよい返事がもらえず、

これからの病院運営を考えますと、どのようにしたらよいか非常に困惑しているところですが、

そうも言ってはおられません。これからも鋭意努力して医師確保について邁進してまいる所存で

あります。重ねて議員の皆様方の御協力と御指導、御支援をお願い申し上げます。 

 次に、工事につきまして、介護老人保健施設さざなみ苑増築工事は、７月末日の完成を目指し、

現在２５％の進捗状況でございます。大島看護専門学校につきましては、一般入学試験を１月

２０、２１日に行い、１００名が受験し、２月３日に合格発表、推薦合格者と合わせて入学者

４０名を見込んでおります。また、卒業式は３月９日に行う予定で、卒業生３８名のうち５名を

当局で採用内定しております。 

 それでは、お手元の平成１８年度周防大島町特別会計歳入歳出予算書の５３ページをお開きい

ただきたいと思います。この予算は、平成１７年度の業務料及び事業収支の実績等を考慮し計上

したものであります。 

 第１条は総則であります。第２条は業務の予定量を定めるもので、病床数は合計で２６６床、

入所定員では合計で１３０人、学生定員では３学年合計で１０５人と定めたものであります。病

院患者数では入院で８万４,４２０人、外来で１２万６,９７０人、介護老人保健施設利用者数で



- 152 - 

は、入所で４万５０８人、通所で４,６４４人を見込むものであります。 

 したがいまして、病院の１日平均患者数は入院で２３２人、外来で５２０人、介護老人保健施

設の１日平均利用者数は、入所で１１２人、通所で２０人とするものであります。学生数では

３学年合計で１１５人と見込むものであります。 

 主要な建設改良事業の病院改築事業では、さざなみ苑の３０床増床工事で４億９,９７８万円、

医療機械器具及び備品購入では、機械器具の新設や更新の費用でありますが、合計で８,２３７万

８,０００円とするものであります。 

 第３条は、収益的収入及び支出について定めるもので、収入合計で４３億２,６９０万

７,０００円、支出合計で４２億６,２３９万４,０００円を予定するものであります。 

 第４条は、資本的収入及び支出について定めるもので、資本的収入合計を９９億８,３５４万

円、資本的支出合計を１０９億５,５８４万２,０００円とし、資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額９億７,２３０万２,０００円は、減債積立金４億４,５７４万４,０００円、過年度

分損益勘定留保資金３億８,７９３万８,０００円、当年度分損益勘定留保資金１億３,８６２万

円で補正するものであります。 

 第５条は、継続費について定めるもので、さざなみ苑の増床工事の総額を５億４８５万

１,０００円、年割額を平成１７年度５０７万１,０００円、平成１８年度４億９,９７８万円と

するものであります。 

 第６条は、企業債について、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定める

もので、借り入れ限度額を合計で５,５６０万円と定めるものであります。 

 第７条は、一時借入金について定めるもので、限度額を１０億円と定めるものであります。 

 第８条は、議会の議決を得なければ流用することのできない経費を給与費２２億５,５４８万

１,０００円、公債費２００万円とするものであります。 

 第９条は、他会計からの補助金について定めるものであります。これは一般会計から補助を受

けるもので、合計を５億９,５８３万９,０００円とするものであります。 

 第１０条は、薬品や診療材料等の棚卸し資産の購入限度額を７億６,９３２万７,０００円とす

るものであります。 

 第１１条は、重要な資産の取得及び処分について定めるもので、取得する資産といたしまして、

東和病院に全自動散薬分包機、橘病院に超音波診断装置、さざなみ苑に増床工事に掲げておりま

す附属資料といたしましては、平成１８年度周防大島町特別会計歳入歳出予算書の最後になりま

すが、１８１ページから平成１８年度周防大島町公営企業局企業会計予算に関する説明書を添付

してございます。 

 なお、当年度純利益は２２２ページの平成１８年度周防大島町公営企業局事業予定貸借対照表
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のとおり１５万７,０００円を見込むものでございます。 

 以上で議案第１２号の平成１８年度周防大島町公営企業会計予算の補足説明を終わります。ど

うかよろしく御審議いただき、御議決賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 議案第２号、質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今回、さきの議会で国民健康保険税の大幅な引き上げの議論が

されました。予算上も２２.７４％というふうに国民健康保険税は上がっております。実際的に

見てみますと、保険給付費を見ると、実際的には７％ぐらいの引き上げ、上がり部分というふう

に見ておるというふうに思いますが、実際的に保険給付費のアップ分以上に多額な徴税が上がる

という結果になったのがなぜかという点をまず質問したいと思います。 

 といいますのが、私長い間、国保会計を見てきて、時として突如としてあらわれるのが、入り

がいわゆる小さく見て、出が大きくなるというアンバランスが出るという点で、とりわけ聞いち

ょきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。まず、その点です。とりわけこう

いうことでいいから説明を求めたい、どちらでもいいです。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  保険給付費におきましては、前年度と比較しまして１億

５,５６３万７,０００円の増額ということになってます。この推移につきましては、１７年度、

１６年度、それらの医療費の伸びを見込みまして計上をいたしております。それに比べまして国

民健康保険税は伸びが１億５,７６２万７,０００円ということで、大体医療費の伸びにより財源

が不足しているということで、これを保険税で賄うというような予算計上にしているところであ

ります。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  私は今具体的に聞いたんです。例えば保険給付費、保険給付費

全体がアップ額が７％ぐらい、いわゆる対前年、４％か７％、その程度ということだろうと思う

んです、保険給付費全体が。いう格好で、確かに保険給付費そのものは小さく見積もったら赤が

出るという側面もありますから、当然見方があるというふうに思いますが、実際的に私が聞いて

いるのは、例えばさきの議会で奈良元課長の方が答弁しませんでしたが、今回実際的に入り、い

わゆる入りの方で見てみますと、確かに説明がされてるように任意分として３,５００万円ほど

繰り入れております。しかし、実際的に対前年と比較しますと３,０００万円ほど繰り入れが落

ちちょると。ここで実際的に差が出てくるとすれば、財政安定化支援事業繰入金じゃないかとい

うふうに見ております。この財政安定化支援事業繰入金というのは、私の勘違いではなかったら、

実際的に交付税の中に、基本的に交付税の中に、言うなれば入ってきて、議員からしたら見えに
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くい部分という側面があります。ですから私、この議会でも最初に聞いたんですが、奈良元課長

の方、答弁ありませんでした。 

 この交付税分の具体的金額について、私がちょっと不信に思うのが、昨年度実態として地財計

画等、国の地財計画等を見ても、変動は私考えてなかった。実際、地財計画そのものを見ても変

動は見てないというふうにみちょったわけです。 

 しかし、この部分がかなり落ちちょるんじゃないかと、とりわけ５,０００万円ぐらい落ちち

ょるんじゃないかというふうに思いますから、その点についてちょっと理由を聞きたいなという

ふうに思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  交付税関係の国保への参入額についての御質問でごすけれども、ま

ず答弁なかったということですけれども、そういった御質問があったと私記憶しておりません。

一般財源化についての御質問はありましたけれども、それとか起債償還分について御質問ありま

したが、国保に関する交付税参入分という御質問はなかったというふうに私記憶しております。 

 今回の１８年度の交付税の参入見込みですけれども、国保関係として１億９,４００万円ばか

りを見込んでおります。かなり落ちてきているんじゃないかという御質問ですけれども、この算

定の基準というのが１８年度分につきましては１６年度分の医療費をベースに試算をすると、積

算するというような格好になっております。ですから、私の記憶では１４年度あたりはかなり医

療費が伸びなかった部分がございまして、その関係で１５、１６がちょっと落ちておるというこ

とで、１８年度分の財政安定化分等が落ちてきておるというふうに見込んでおります。 

 したがいまして、今回の試算といいますか、１７年度の決算分、かなり医療費が伸びてきてお

りますので、逆にいいますと、１９年度は逆に伸びてくる可能性はあるということでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  数字的にいっても、かなり大きいわけです。どのぐらいの率で

いっちょるかというのを見るとき、本年度分をどの程度見るかという格好でいくと、実際的に落

ち方が１年間で財源安定化分が５,０００万円も落ちるといったら、かなりのいわゆる全体分の

１４年度分かね。もし仮に１６年度分がかなり医療分が落ちちょったという見方をすれば、そん

なに大幅な落ち方という見方を私してなかったんです、対比で、医療費部分で。だから、かなり

大幅に落ち過ぎちょる、いわゆる判断の仕方として、かなり大幅に落ち方を逆に安定化分がかな

り低く見積もり過ぎちょる恐れがあるんじゃないかなというふうに私は見ております。 

 それともう１点、私はさきのいわゆる本会議の中でこういう質問をしました。一般会計の交付

税の質問の中で、実際的にいわゆる起債償還分に当たる部分は幾らになるのかと。それで、椎木

助役が初日に言われたいわゆる今回の三位一体改革に伴う部分については出てるが、それ以外の
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部分を含めて、今まで一般財源化という名前の中でかなり変動してきたんじゃないかと、その部

分について私は問うとります。それをまた議事録で確認してくださいませ。 

 実際的に交付税の実際的な交付税の入りの方、非常に見えにくくなっております。といいます

のが、実際的に私たちも長く議員をやっても、その都度聞かなければわからないようなシステム

に交付税がなっておる。ですから、そのたんびに私は聞くようにしております。 

 実際的に私たち議員は、その交付税の中身までは、実際的には色がついてないわけですからわ

かりにくいと。ですから過去ずっと、古くは図書費より前です。そのごろから一般が財源分につ

いて今年度はどうかという聞き方を私はずっとしてきたから、そういう角度からしとると思いま

す。古くはです。その都度聞いてきたというふうに思っております。 

 ただ今回、保険給付費が、保険給付費というのは、医療費に対して一定程度見ていく、いわゆ

る私はいわゆる患者負担分以外の部分を一定程度見ていくという感じになっております。ですか

ら、前から言よるんですが、実際的に国保会計がかなり厳しくなっておるのは、医療費負担分、

全体の医療費負担分の５５％を国が見よって、それが３５％になって、今回さきの説明の中で、

国庫、いわゆる国庫分が県に移譲された２％分ですか、それが移譲されたから、今度は国庫分が

前年度より実際的には９８.ちょっと落ちちょるという状況なんです。 

 実際的に、ですから私は、でききるだけ国保の場合は、入りをかなり正確に見んと、すぐ住民

にはね返ってくる。国民健康保険税にはね返ってくるという要素があるんで、今まで厳しく聞い

てきたところであります。 

 続けて質問いたします。次に、実際的に今回、国保分でかなりの人件費分も変動しちょると思

います。１人程度落ちちょるんかどうなんか、その辺もちょっと聞いちょきたいというふうに思

います。国保関係です。聞いちょきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  村田総務部長。 

○総務部長（村田 雅典君）  人件費関係の関係でお問い合わせでございますが、事項別明細書の

２１ページ、一般職の総括で職員数、変不動はございません。 

○議長（新山 玄雄君）  質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  はい。次に移ります。議案第３号、質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  これも一応、私ども所管委員会ですので、実際的に聞いておき

たいのは、新たに介護保険事業が先ほど補足説明されたように地域包括システム等入れて新たに

いろんな事業が出発します。その事業の中身部分について報告を求めておきたいというふうに思

います。 

○議長（新山 玄雄君）  この議案については、各委員会に付託を、民生委員会に付託いたします



- 156 - 

ので、詳しいことはそこで御質疑いただきたいと思うんですが。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  実は、実際的に考えてみていただきたいのは、議会の本会議の

中で質疑をするという点は、実際的には委員会はそれ以上の中身について、例えば具体的な中身

について聞きます。しかし、本年度新たにいわゆる介護保険法の改正に伴って新たに事業の中で

変わってくるという部分があるでしょう。その部分はやっぱり明らかにしちょかんといけんのじ

ゃない、本会議の中でも明らかにしちょかんにゃいけんのじゃないかなという角度から質問しち

ょるわけです。ですから、その点はやっぱり仮に所管委員会だろうと、本会議から委員会に移行

する場合であっても聞くことできますので、その辺を判断をお願いしたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  じゃ、答弁お願いします。馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  今の老人保健ということだったんですが、これは介護保険にな

りますので……（笑声） 

○議長（新山 玄雄君）  第３号ですからね。ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。議案第４号、質疑はありませんか。土手議員。 

○議員（３番 土手 正喜君）  介護保険ですよね。（発言する者あり）先ほど広田議員から質問

がありましたように、制度がちょっと変わりましたので、はっきりわかりよい図面があるわけで

すよ、説明の。あれを皆さんに提示してもろうたらと思いますが。 

○議長（新山 玄雄君）  挙手をして立って言うてください。 

○議員（３番 土手 正喜君）  質問でないんで座っておりました。済いません。わかりやすい説

明の図面があると思いますので、制度が変わったんでそれを皆さんに配布したらどうでしょうか。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  このたび大きな改正ということで、ちょっとわかりにくいとこ

ろもあると思いますので、またきょうは資料を持って来ておりませんので、また改めて皆さんに

お配りしたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。議案第５号、広田議員ございませんか。（発言する者あ

り）──次に移ります。議案第６号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  議案第７号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第８号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第９号、質疑はありませんか。荒川議員。 

○議員（５番 荒川 政義君）  下水道、農集、漁集、全部言えることなんですが、使用料に対し

ての維持管理費、これが極端な差があるわけです。特にこの漁集は使用料が２７９万１,０００円、

維持管理費１,３８０万円、大方１０倍ぐらいの差があるわけです。 

 これはこれからもずっとこのとおりでいくのか。そこら辺は町の執行部としてどういうふうに

お考えですか。 

○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  ただいまの御指摘のとおり、非常に収入と支出、維持管理費の

点で差があるということは一目瞭然であるわけでございますが、当然のことながら、いわゆる受

益を受ける方に対する応分の負担というものは、今後とも考えていかなきゃいけない課題かと思

います。したがいまして、１８年度においてそういった使用料、負担金等含めまして、検討いた

すべく協議会を設置する運びといたしておるところでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  荒川議員。 

○議員（５番 荒川 政義君）  部長、そこおってや。結局は公共下水、農集、漁集を使用料を大

体同じくらいのレベルに持って来るちゅていう考え方です。それとも、今合併処理を使われてる

御家庭もあるわけです。これも年間維持費ちゅていうのは、大体４万円、５万円、６万円ぐらい

の間じゃろうと思うんです。そこら辺の兼ね合いはどういうふうに考えておいでですか。 

○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  今御指摘のとおり、非常にいわゆる町の施策と申しますか、政

策によっては下水道事業ができる区域、合併浄化槽で対応しておる区域、いろんな地域によって

のバランス的なもので格差が生じておることは事実でございます。 

 そういったことを含めて同じ町民でございますので、極力同じ日常生活において負担の不公平

というのは、これは決して好ましいことではないと考えておりますので、今すぐどういったこと

にするということは、ちょっとここで申し上げかねますが、先ほど御答弁申しましたように、

１８年度からそういった住民の不公平感をなくすためのどういった形で町として対応したらいい

かということも含めまして検討させていただきたいと考えております。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  漁集なんか端的に出てくるんですが、実際的に過去の政策的な

部分でやった部分を例えば償還していきます。この償還していくときには、それをその事業の参

加者に負担させたら、ある意味では、逆に今から先、事業ができんような地域も出て来る可能性

があります。確かに言われるようにフラット化というのは起こり得るかもわかりませんが、実際
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的には私は公平の中の不公平部分が逆に出て来る可能性がある。これは私は一般会計部分ではと

りわけ注意しちょかんと、これから先、例えばいろんな地域でいろんな特別会計事業が進んでき

ます。そのときに逆にずんずんずんずん、ほいじゃ負担金、いや失礼、使用料等がずんずん上が

っていく可能性が逆に出てくる可能性がある。その点は私は一定程度その事業の性格、これは私

は担当者の方は、とりわけ町長並びに助役はある程度はきちっと考えちょかんと、今から先の環

境整備というのは、いわゆる進んでいかないという、おくれたところはおくれたまま進まないち

ゅう側面が起こる可能性があるんで、その辺は特と言うちょきたいというふうに思います。これ

はちょっと考え方だけ聞いちょきたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  今、議員さんから、荒川議員さんと広田議員さんと、全く反対のような

立場の御質問でございましたが、すごく荒っぽい数字で申しわけないんですが、例えば今の漁集

で言いますと大体月当たり２,５００円ぐらいになるわけです、世帯が。２８０万弱ですが、そ

れを１１０世帯ぐらいで割ると月２万５,０００円ぐらいで、月平均２,５００円から４００円ぐ

らいというふうな数字が出てくるんですが、そうしますと通常のくみ取りの場合、大体３,５００円

ぐらい、月１回くみ取るとかかります。それで、先ほど言われました合併処理浄化槽の場合、人

槽にもよりますけど、平均的にいえば、五、六万円から７万円ぐらいということになりますと、

月に割ると６,０００円ぐらいということになりますと、自分が負担して浄化槽をつくった家庭

は６,０００円払う、町が下水をつくったところは２,５００円でいいよというのはいかにもバラ

ンスが悪いということでございます。そして、ましてそのくみ取りであっても３,５００円ぐら

いかかるというのは非常にバランスの悪いということでございます。 

 それで、そういう例えばそれが全戸にもう既にできておるんならいいですが、一部のところだ

けに下水ができておって、そこだけに公共のお金を入れ込むというのは非常にバランスが悪いの

ではないかと。 

 ただ、今議員さんが言われましたように、基盤整備の分に、例えば償還部分に、起債の償還部

分とかに、それを全部使用料で賄えということは当然できないと思いますので、そこのバランス

のことは十分考えていかなければならないと思っております。 

 それで、今現在、これちょっと質問とは離れますが、水道の水価の検討委員会ということもお

願いいたしております。水価の方がまだバランスが悪いわけなんですが、収入と支出だけを見れ

ば。それにつきまして、水価の方につきましても検討委員会を立ち上げて民間の委員さん方の御

意見をお伺いしておるところでございます。 

 ここがある程度の方向性が出れば、次には下水の方の検討も進めたいと思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第１０号、質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  １５６ページ見てくださいませ。実際的に先ほど補足説明の中

で５００万円の待合所ていう説明をされたんで、若干ちょっと詳しく聞いちょきたいなというふ

うに思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  中野企画課長。 

○企画課長（中野 守雄君）  お答えいたします。今回５００万円で日前の方の待合所ということ

でございます。この工事費すべて待合所というわけではございません。国道の案内標識、あるい

はもちろん待合所が主体ということになります。待合所は大体１０平米ぐらいのものを考えてお

ります。 

 そのほか、高校生が自転車通学で自転車を置いております。その工事費の中から自転車置き場

も整備したいと思っております。概要はそのようなものでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  立派な待合所、そしてまた住民のために（発言する者あり）い

やいや、実は去年でしたかね、条例つくりましたよね、待合所にかかわる、補正でしたか。あれ

が金額的な補助が３０何万円でしたか、私もちょっとウロ覚えなんですが、実際的にそういうこ

とを聞いちょって、待合所５００万円がぽっと出てきたら、私らもう議員でもそんな立派なもの

じゃないと言われても、どこにどのくらいかかるんか、その補助要綱とどうなのかというとこが

出てくるんで、若干聞いちょきたいなという点です。 

 ですから、今説明があった大体どの程度、例えば標識をつくって、それで自転車の乗り場をつ

くって、それで待合所という格好３点セットですか、４点。 

○議長（新山 玄雄君）  村田総務部長。 

○総務部長（村田 雅典君）  御質問の中の一番初めの昨年補正をいたしました３２万円の関係に

ついて、今年度も３２万円計上しております。これは船の待合所でなくてバス停の停留所でござ

います。したがって、全く性格が違うものであります。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  バス停に対する補助制度は全くないということでとらえちょっ

てええのかどうなのか。例えば単式でつくる場合もありますよね。その面もちょっと聞いちょき

たいというふうに思います。（発言する者あり） 

○議長（新山 玄雄君）  関連質問ですね。もう飛びます。ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第１１号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第１２号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 お諮りいたします。平成１８年度予算の質疑が終結しましたので、日程第１、議案第１号平成

１８年度周防大島町一般会計予算から日程第１２、議案第１２号平成１８年度周防大島町公営企

業局企業会計予算までの１２議案をお手元に配布しております議案付託表により所轄の常任委員

会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  異議なしと認めます。よって、日程第１、議案第１号から日程第１２、

議案第１２号までの１２議案をお手元に配布しております議案付託表のとおり、所轄の常任委員

会に付託することに決定しました。 

 暫時休憩をいたします。３時まで休憩します。 

午後２時47分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時00分再開 

○議長（新山 玄雄君）  おそろいでしょうか。 

 それでは、再開をいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第１３号 

日程第１４．議案第１４号 

日程第１５．議案第１５号 

日程第１６．議案第１６号 

日程第１７．議案第１７号 

日程第１８．議案第１８号 

日程第１９．議案第１９号 

日程第２０．議案第２０号 

日程第２１．議案第２１号 

日程第２２．議案第２２号 



- 161 - 

日程第２３．議案第２３号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１３、議案第１３号平成１７年度周防大島町一般会計補正予算

（第７号）についてから日程第２３、議案第２３号平成１７年度周防大島町公営企業局企業会計

補正予算（第３号）についてまでの１１議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明は、３月８日の本会議で終了しておりますので、これより質疑に入ります。 

 議案第１３号、質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今回の補正は一応５億３,２４４万２,０００円の減の補正とい

うことであります。実際的には基金への積み入れ、条例改正したから基金への積み入れちゅこと

でありますが、まず、入りの方から聞きたいというふうに思います。 

 最終的に、今回の補正が最後ということになるかもわかりませんので、普通地方交付税につい

て聞いておきたいというふうに思います。普通交付税、特別交付税等を実際額について報告を求

めておきたいというふうに思います。 

 それとあわして、それはまだ特交は最終的にはまだ決まってないというところがあるので、実

際的にはあるかもわかりませんが、今時点での状況、つかんでる状況聞いておきたいというふう

に思います。 

 また、補正時点で、次に、入りの方あわして商工使用料について聞いておきたいというふうに

思いますが、客観的には、例えば竜崎温泉使用料にしても７１７万８,０００円の減ということ

ですが、これは工事に伴うというふうに思われますが、人数等について報告できれば求めておき

たいというふうに、利用状況について聞いておきたいというふうに思います。 

 次に、１７年度として広域市町村合併支援特別交付金１,９９５万３,０００円というふうにな

っております。これ私もちょっとうっかりしちょったんですが、県補助金ですから、これは県の

要綱に伴い年度決めて、１０年間ある分という分なんかどうなのか聞いておきたいと。それで最

終的には今年度分が県補助金部分は広域市町村合併支援特別交付金について最終的には、最終的

ちゅう言葉言うたらまたあれですが、どのぐらいちゅうふうに見ちょるのか、累計として聞いち

ょきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  ページ数を言ってください、ページ。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  ９ページです。 

 次に、１０ページ、延長保育事業補助金というのが、これは全額カットいうことになると思う

んですが、当初計画しちょってできなかった部分というのはどこという取り扱いなのか聞いちょ

きたいというふうに思います。 

 次に、歳出の方でお聞きします。歳出の方はページ数で言いますと１７ページ以降であります。

今回財産管理費の中で実際的にはそれぞれを減額し、最終的には財政調整基金に組み入れたとい
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うことになっております。今の補正段階での金額を聞いておきたいというふうに思います。 

 次に、２２ページ、これは今回久賀支所経費の中で小規模施設整備事業補助金という格好で

１００万円カットいうことになっております。この点で、私は途中でかなり一定程度組み入れて

いって、少しでもお役に立てばという角度で質問し、そして町長の方もそれにこたえて土地をつ

けた部分じゃないかなというふうに思います。実態としてこれがどういう状況だったのか報告を

求めておきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  まず、交付税の関係の御質問があったかと思いますけれども、普通

交付税、今回１,４４８万９,０００円追加の補正をしておりますが、これで最終的に７３億

２,０２２万８,０００円となります。 

 それから、特別交付税につきまして現在の見通しということですけど、まだ交付決定来ており

ませんので、一応予算的には１０億６,５００万円という計上をしておりますけれども、いろん

な特別交付税の配分の方式がございますけれども、ことしは豪雪等々がございました。そういっ

たことで山口県内への配分がかなり減るんじゃないかというような見通しでございます。それに

加えて県内でも岩国等で台風災害、大きい災害がございました。そういった関係で相当各市町に

配分される特別交付税減額になるのではなかろうかというような見通しが立っておりますが、ま

だ決定来ておりませんので、今数字的にちょっとお答えはできない。予算上は１０億６,５００万

円という状況でございます。 

 それから、県の補助金の御質問ございますけれども、県の広域市町村合併支援特別交付金の御

質問ですけれども、これ合併後１０年間で４億円、周防大島町には４億円が交付されるというこ

とで、年度割に特に制限はございません。要綱に基づいてその要綱に適合する事業であれば、そ

の補助金の交付対象になるということですけれども、今年度は一般廃棄物処理施設の建設事業と

か斎場建設事業等々に充当する、それから農家台帳の整備等々を予定しておりますが、合わせて

５,４１９万３,０００円になろうかと思います。 

 それともう１点は基金の状況でございますけども、今回条例によりまして東和庁舎等の建設基

金、それから斎場建設基金を廃止するということで、これを全額取り崩して、この２つの基金は

ゼロとなります。これを財政調整基金に積み立てるということで、これを措置しまして予算上で

すけれども、財政調整基金は１７年度末が１０億８,９７２万３,０００円と見込んでおります。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  ４ページになりますが、竜崎温泉使用料７１７万８,０００円

減の人数ということでございましたが、当初見込み客数９万３,０００人に対して８万５,０００人

に修正するものでございます。 
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 この理由でございますが、先ほど議員さんが仰せのとおり、工事中も影響あると思いますけれ

ども、玖珂岩国間の被災による長期交通止め、これも大きな要因ではなかろうかと思っておりま

す。 

○議長（新山 玄雄君）  野口久賀総合支所長。 

○久賀総合支所長（野口 菊義君）  お尋ねの久賀総合支所の小規模の施設の整備事業の補助金の

減額でございますが、これ昨年の７月３日の大雨災害によりまして、第２号補正で予算計上いた

しましたが、今年度事業の実施の見込みがなくなった１件について減額をしたものであります。

１件につきましては予定どおり実行させていただきました。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  １０ページの延長保育促進事業補助金、全額マイナスというこ

とですが、これは国、県補助金が４分の３でした。これが国の交付金化になりまして県からの補

助はなくなったということで、新たに７ページの国の国庫補助金の方で、次世代育成支援対策交

付金ということで計上させていただいております。 

 なお、延長保育につきましては、１園が実施をしなかったということであります。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  次に、民生費関係、引き続き２７ページから質問したいという

ふうに思います。 

 一つは、福祉タクシー利用助成金についてであります。これも合併後に一応、障害者部分を含

めて実際的に回数券はふやしました。それで実際的に今回補正が２００万円余りの減ということ

であります。それで、このとらえ方ですが、実際的には宣伝不足があったんかなという側面と、

実際的に対象者が少なかったのか実際的にどうなのかという点で、大体適応者数が何人ぐらいで、

その中で、適応者数て言うたらおかしいね、どういう言い方がいいかね。対象者数、対象人数は

どういうふうな状況でとらえておったのか聞いておきたい。 

 また、利用率等はどういう状況だったのか。今回２００万円の減額ていったらかなり大きいわ

けですので、その点でお聞きしたいというふうに思います。 

 それと２点目として、食の自立支援、これも緊急通報システム等をかなり減額が大きいわけな

んです。この辺も見通しでこれだけ落ちてきたということになると思うんですが、実際的にはこ

の点でも期待されておる部分が割と、ページ数は３０ページです。 

 また、落ち方がちょっと大きいので、最初に仮に過大見積もりだったら落ち方がひどいという

側面がありますが、実際的には対象者を見込んで私は予算計上されておるというふうに思うんで

す。その点から実際的な対象者数の状況、また途中で中止があったのなら、中止を含むものなの

かどうなのか、含めて報告を求めておきたいというふうに思います。 
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 また、初日に補足説明の中で言われたかどうかわかりませんが、若干聞いておきたいんですが、

生きがい活動支援通所事業、これについても若干落ち方がひどいので聞いちょきたいというふう

に思います。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  ２７ページの福祉タクシー利用助成金ですが、当初の計上の予

定は、やはりこれまでの前年度の利用者を見込んで計上をしております。当初が８５９人を見込

んでおりましたが、実際の利用者が１,０８１人と伸びてはおります。しかし、年間１２枚の利

用をできるわけですが、利用が年間平均６回しかなかったということで減額になっております。 

 次に、３０ページの食の自立支援事業につきましても、やはり前年の利用者を見込んで計上し

たところですが、自宅への配食が当初が６５３人の約５万７,０００食を見込んでおりましたが、

実際の利用が５６５人の約４万７,０００食に減ったということであります。 

 また、「かんころ楽園」におきましても２,０７０食を見込んでおりましたが、１,８００食と

いうことで、利用者が少なくなったということであります。 

 次に、３１ページの生きがい活動支援通所事業につきましても、利用者が当初は２２５人を見

込んでおりましたが、１９６人と利用者が少なかったということであります。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか、広田議員。──ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 次に移ります。議案第１４号、質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今年度の医療費の見込み、これも基本的には確定は６月ちゅう

ことで言われるとせんないと思うんですが、実際的に医療費等はどういうふうに伸びを、対前年

どういうふうに見ておるのか、補正時点で。補正してくるわけでしょ、その中で実際的にどうい

うふうな見方でおられるのかまず聞いておきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  今回の補正につきましては、補正で増額いたしておりますが、

退職被保険者等療養費、療養給付費を増額をしております。これは今まで、この１２月までの推

移を見まして不足するということで計上させてもらっております。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  もう１点は、基金の繰入金であります。基金の繰入金について、

国民健康保険基金繰入金でこの額を入れることによってゼロになるのかどうなのか、残りは何ぼ

になるのかちょっと聞いちょきたいというふうに思います。 
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○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  今回の補正によりまして残高ゼロであります。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 移ります。議案第１５号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第１６号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第１７号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第１８号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第１９号、質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  この件では、実際的な繰り越し部分が出てくるというふうに見

ております。それでちょっと若干その報告をまず聞いちょきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  嶋元下水道課長。 

○下水道課長（嶋元 則昭君）  それでは、平成１７年度の大島町下水道事業の特別会計補正予算

の４号の繰越明許費についてお答えいたします。工事地区について説明いたします。特定環境保

全公共下水道事業の管路施設工事の西枝３工区、それと東枝４工区、そして三枝３工区がありま

す。 

 そして各工区にごとに御説明いたします。三枝３工区につきまして御説明いたします。請負業

者が大島建設で、契約額が６,５２８万６００円でございます。延長が１,１９６メーターで、出

来高が７０％でございます。 

 続きまして、東枝４工区について御説明いたします。請負業者が株式会社吉野建設です。契約

額が５,１７３万３５０円です。そして管路延長が１６６メーターです。出来高が９０％でござ

います。 

 続きまして、三枝１工区について御説明いたします。請負業者が三洋工業株式会社です。契約
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額が３,０３４万５,０００円でございます。管路延長が８２１メーター、そして出来高が３０％。 

 そして維持管理経費についてお答えいたします。周防大島町公共下水道台帳の作成業務等が片

添地区です。委託業者が株式会社広洋コンサルタント山口営業所です。契約金額が５９８万

５,０００円です。そして出来高が２０％、前払い金が１７０万円です。そして繰越明許の中の

６１０万５,０００円のうちの４２８万５,０００円が片添地区の残りと安下庄地区の台帳整備で

ございます。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第２０号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第２１号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第２２号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第２３号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより討論、採決に入ります。 

 議案第１３号、討論はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  説明の方は初日にありまして、ずっと説明を聞き、そして今改

めて私質疑し、討論を行います。反対の立場から討論を行います。 

 一つは、実際的に先ほどから言われているのは、すべていわゆる福祉の施策の中でも実際的に

は当初見込みが大きくて、実際的にはそれほど利用がなかったという言い方なんですが、私は一

つは、いわゆるふれあい給食とか福祉タクシーというのは、実際的に適用者がおれば、対象者が

おればかなりの私は宣伝をすればかなりの利用客はふえてくるというふうに私自身は認識してお

ります。そういう点では、その宣伝のあり方いう点で私はまだ不充分じゃないかなと。合併した

後、実際的にまだ１年半ですが、進んだ部分、そして実際的にはいわゆる合併の時点での何とい

いますか、例えば２４時間にしても、２４時間ここではあれですが、実際的には毎日給食にして
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も、これらが４町に広がっていくんだというのを時々聞いておりました。そういう形の中でいえ

ば、私は宣伝力がかなりまだ十分ではなかったのではないかなというふうに考えます。 

 それともう一つは、実際的な今時点での補正のあり方についてであります。それは私は住民が

いわゆる要求する部分、これはぎりぎりまで予算を置いておくべきだというふうに私は考えてお

ります。 

 といいますのが、今から受け付けまではまだ日にちがあるわけです、実際的に。それでまだ切

っても十分な予算があるという時点でどうかといえば、私は残しておけばそれなりに住民からい

えば使えるというふうに考えております。 

 とりわけ今回ほとんどが、残分が財政調整基金に積み立てられるわけですが、実際的に私はも

っともっとそういう部分については、最後まで予算計上はしちょった方がよりベターではないか

なというふうに思います。 

 また、執行体制についてでありますが、今まで私はいろんな角度から町の皆さん方に対して、

住民主人公の立場からぜひとも運用、予算計上をしてほしいという点が言ってきました。その点

では、私はまだ十分ではないというふうに考えております。 

 以上、述べておきます。 

○議長（新山 玄雄君）  次に、賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  ないようでありますので討論を終結します。 

 これより採決を行います。挙手による採決を行います。議案第１３号平成１７年度周防大島町

一般会計補正予算（第７号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の（発言する者あ

り）済いません、間違って書いてありました。起立を求めますので、起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１４号、討論はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今回の国民健康保険会計、これはほとんど最後だというふうに

思います。補正はほとんどないんじゃないかなというふうに思います。 

 議論でよく出てくるのが、国民健康保険会計は相互扶助だという意見が出ております。しかし

実態的には、いわゆる憲法で保障された最低制限のいわゆる生活を保障するための医療の制度だ

というふうに考えております。その点から見て、本年度も残念ながら、今の国民健康保険税が高
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いという中で、丸短や資格証明書が発行されておられます。私はそういうやり方ではなしに、や

っぱり十分な対話や、そしてまた国民健康保険税を引き下げる努力、これは会計上は基金をすべ

て繰り入れてゼロにした内容というふうになっておりますが、実態としてはそういう町民状況を

やはりつかんでいただきたい。 

 そしてまた、周防大島町で少なくても、例えば日本全国の中で起きているような、いわゆる国

民健康保険税が高いから、そして資格証明書になって病院に行かれず死んだという事件がかなり

全国でも出ております。（発言する者あり）それで実際的には病院にかかれないで、実際は医療

部分がいわゆる医療費そのものが高くかかるという悪循環も生まれます。そういう点から見れば、

今の国民健康保険税、大島町の場合は県内で低いというて言われる側面もあるかもわかりません

が、まだ私は引き下げることが可能であるという立場を明確にしておきたいというふうに思いま

す。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  次に、賛成討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  反対討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  ないようでありますので討論を終結します。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第１４号平成１７年度周防大島町

国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起

立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１５号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第１５号平成１７年度周防大島町

老人保健事業特別会計補正予算（第２号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起

立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１６号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第１６号平成１７年度周防大島町

介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起

立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１７号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第１７号平成１７年度周防大島町

訪問看護事業特別会計補正予算（第１号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起

立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１８号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第１８号平成１７年度周防大島町

簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起

立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１９号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第１９号平成１７年度周防大島町

下水道事業特別会計補正予算（第４号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第２０号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第２０号平成１７年度周防大島町

農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）について、原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第２１号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第２１号平成１７年度周防大島町

漁業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について、原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第２２号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第２２号平成１７年度周防大島町

渡船事業特別会計補正予算（第３号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を

求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第２３号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第２３号平成１７年度周防大島町

公営企業局企業会計補正予算（第３号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２４．議案第４１号 
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○議長（新山 玄雄君）  移ります。日程第２４、議案第４１号周防大島町過疎地域自立促進計画

（後期）の変更についてを上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第４１号周防大島町過疎地域自立促進計画（後期）の変更につきま

して補足説明を申し上げます。 

 本案は過疎計画の後期の変更に当たりまして、過疎地域自立促進特別措置法第６条第６項に基

づく本議会の議決をお願いするものでございます。 

 その内容につきまして、まず、港整備交付金、三蒲及び和田漁港整備事業は、近年の本町水産

業の事情から事業の見直しを行い、事業量の縮小が適当であるとの判断から事業量の変更を行お

うとするものであります。 

 また、森野及び日良居漁港単県農山漁村整備事業は、同事業により漁港施設の補修整備するこ

ととして、本計画に追加しようとするものでございます。 

 次に、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進の区分では、町道長波津礼線の延長

及び幅員を変更し、また一昨年の台風の被災により、浮島航路土居港発着場を日前港に移したこ

とから、待合所を整備することとして事業通過しようとするものであります。 

 生活環境の整備の中の水道施設は、大島地区三蒲西水源地の廃止に伴う小松屋代簡水との接続

事業を追加し、廃棄物処理施設では事業名称の一部を改め、斎場建設事業及び霊園整備事業は事

業の見直し、事業量の変更、または事業を廃止するものであります。 

 最後に、その他地域の自立促進に関し必要な事項の区分では、周防大島庁舎建設事業を新たに

追加しようとするものであります。 

 以上で補足説明を終わりますが、何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしく

お願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありません

か。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  実際的には新年度予算にかかわる部分がかなり含まれておりま

すので、町長の方に質疑をしておきたいというふうに思います。 

 過疎計画をいわゆる上程するとき、計画の順位について町長の方はどういうふうに考え、いわ

ゆる過疎計画を議会に提示する、改めて追加する場合にいろんな事業が新たに起こってくると思

うんです。そしてまた、それまでの部分もあるかも思いませんが、実際的に追加というのが出て

きます。町長の方は何を基準に新たにいわゆる過疎計画に上げて、いわゆる仕事の順序といいま

すか、順番といいますか、それどのようにとらえて執行しようとしているのか、まずその点をお

聞きしたいというふうに思います。 
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○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  過疎計画を変更したり、変更する中で追加するものについてどのような

基準でもって追加をしているのかということでございますが、当然総合計画もでき上がりました

し、これに基づいた行政の執行をやっていくということが大きな指針であるというふうにこの前

町長の施政方針の中にも出ましたとおり、それに基づいてやっておるわけでございますが、当然

その過疎計画の中には既に契約されておるものもたくさんありますが、政策でございますので、

毎年度毎年度若干のその新規が出てくるということも事実でございます。 

 それによりまして、町の執行部の政策に基づいた事業の取捨選択、または優先順位ということ

から、事業が実現が見込めるという時点になって過疎計画にも諮れるということになると思いま

す。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  次に、２点目として、今回変更の部分で聞いておきたいのが

１点あります。 

 それは、旧大島町内で行われる長波津礼線についてであります。この部分については既に土地

取得等が既に実施されておりますが、内容の変更ということでＬとＷのいわゆる短と、短くする

分と幅の縮小ということで一応載っておりますが、実際的に私聞きたい点は、旧町といわゆる変

更して予測される。今回これは地図上は出ておりませんが、もう中身的は変更されます。 

 それでその場合に、旧道が町道であって、新道が新同じ町道に移行するということになった場

合に、町道が基本的には２本になります。そういうときには基本的にはどちらもいわゆる長波津

礼線ていうて使うたらおかしくなりますいね、実際的には。そういうときには、例えば落とす、

ランクを落とすということは考えられるのか考えられないのか。例えば、１ランク落とすとか、

そういうのが考えられるのか考えられないのか。 

 それともう一つは、町線名も町路線も変わると思うんです。それについての基本的な考え方に

ついて聞いておきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  町道長波津礼線でございますが、道路改良によりまして一部と

申しますか、途中で既存の路線と新設の路線とが分かれることになります。これは町道台帳上は、

路線名は両方とも長波津礼線となります。ただ、管理判断というものが伴いますので、既存の路

線、これを一応支線といたします。ただ、管理区分上の要件、これは何ら変わりはないものでご

ざいます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  先ほど町長のいわゆる過疎計に上げるバッター順等に考え方質

疑をしました。 

 それで、実際的に今回の予算を見てみます。当然これは今年度の新年度の予算にかかわる部分

ですから、当然過疎計に上げるという手はずになるというふうに思います、理屈上はです。 

 しかし、私がここで述べておきたいのは、例えば町民の暮らしの状況、いわゆる今年度は、新

年度はとりわけ町税が上がり、そして国民健康保険税が上がり、介護保険料が上がると。そして

また、各種今まで旧町で行っていたいろんな例えばサービス部門、そしてまたそのほかの負担部

門、これが落ちていくと、いわゆる制度がそのものが廃止される。そしてまた負担が上がるとい

うのが同じ予算上の中に出てきます。 

 私は、例えば町民生活を本当に守っていくという立場なら、実際的には今過疎計画、例えば予

算に計上しなくても、私はもっともっといろんな角度から調査してから、それから基本的には調

査費を計上し、そして過疎計画に上げていくべきだというふうに考えております。 

 今の町民中、今それじゃ過疎計画に上げる段階として、いわゆる予算執行しとるから、予算に

上げちょる上げるというのはわかりますが、それを上げること、いわゆる予算計上すること自体

が、今の時点で私は町民から見てふさわしくない。ですから、過疎計画には同意できないという

考え方をしております。ぜひともその点は私は予算ですから、実際的な予算に伴い計画が出て、

その計画が出れば当然執行権者はいわゆる過疎計で上げてきます。それは理屈上はわかりますが、

優先順位としては、私は今の時期はこれだけ住民負担が重くなっていく、そういうときに私は絶

対にそういう新たな、いわゆる急いだものはすべきでない。これが私の考え方です。したがいま

して、今の私の考え方からすれば賛成できない、これは明らかであります。 

 以上であります。 

○議長（新山 玄雄君）  次に、賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  ないようでありますので討論を終結します。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第４１号周防大島町過疎地域自立

促進計画（後期）の変更について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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────────────・────・──────────── 

日程第２５．議案第４２号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２５、議案第４２号山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合を

組織する地方公共団体の数の増加及び規約の変更についてを上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第４２号山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合規約の一部改正

について補足説明を申し上げます。 

 本案は周南地区福祉施設組合が平成１８年４月１日から山口県市町村非常勤職員公務災害補償

組合に加入するため、同組合規約の一部変更について議会の議決をお願いするものであります。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第４２号山口県市町村非常勤職員

公務災害補償組合を組織する地方公共団体の数の増加及び規約の変更について、原案のとおり決

することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２６．議案第４３号 

日程第２７．議案第４４号 

日程第２８．議案第４５号 

日程第２９．議案第４６号 

日程第３０．議案第４７号 

日程第３１．議案第４８号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２６、議案第４３号あらたに生じた土地の確認について（浮島）

から日程第３１、議案第４８号字の区域の変更について（椋野）までの６議案を一括上程し、こ

れを議題とします。 
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 補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  それでは、議案４３号から４８号までが関連しておりますので、補足説

明を一緒にしたいと思います。 

 まず、議案第４３号、４５号、４７号のあらたに生じた土地の確認につきましては、３件とも

関連いたしておりますので、一括して説明をしたいと思います。 

 議案第４３号は、漁港整備計画に基づき周防大島町大字浮島地先に埋め立てられました土地

６,９９０.１８平方メートルが平成１６年９月７日付、指令法案第２２号の９によりまして、公

有水面埋め立て法第２２条第１項の規定に基づき竣工認可されたものであります。 

 次に、議案第４５号は大字日前地先に埋め立てられました土地２,５５０.２９平方メートルが

平成１７年３月３０日付、指令平１６港湾第１０４９８号によりまして公有水面埋め立て法第

２２条第１項の規定に基づき竣工認可されたものであります。 

 議案第４７号は大字椋野地先に埋め立てられました土地５,８０５.６５平方メートルが平成

１７年２月２２日、竣工認可されたものであります。 

 このたび、これら３件につきまして地方自治法第９条の５第１項の規定に基づきまして町議会

の議決を求めるものであります。 

 次に、議案第４４号、議案第４６号、議案第４８号の字の区域の変更３件につきまして、これ

も関連いたしておりますので、一括して御説明を申し上げます。 

 議案第４４号は、４３号でお諮りいたしました新たに生じた土地を周防大島町大字浮島字上ノ

山に編入しようとするものであります。 

 次に、議案第４６号につきましては、４５号でお諮りをいたしました新たに生じた土地を周防

大島町大字日前字白鳥に編入しようとするものでございます。 

 議案第４８号は、４７号でお諮りいたしました新たに生じた土地を周防大島町大字椋野字新三

町田の区域に編入しようとするものでございます。 

 つきましては、これら字の区域の変更３件につきまして、地方自治法第２６０条第１項の規定

に基づきまして議会の議決をお願いするものでございます。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決

を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 議案第４３号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第４４号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第４５号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第４６号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第４７号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第４８号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論、採決に入ります。議案第４３号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第４３号あらたに生じた土地の確

認について（浮島）、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第４４号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第４４号字の区域の変更について

（浮島）、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第４５号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第４５号あらたに生じた土地の確

認について（日前）、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第４６号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第４６号字の区域の変更について

（日前）、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第４７号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第４７号あらたに生じた土地の確

認について（椋野）、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第４８号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第４８号字の区域の変更について

（椋野）原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３２．議案第４９号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第３２、議案第４９号町道の認定についてを上程し、これを議題と

します。 

 補足説明を求めます。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  議案第４９号周防大島町道路線の認定について、それでは、認定につき

まして補足説明を申し上げます。 

 本案は本年度予算におきまして、旧町の道路台帳を統合整備し、２５路線の路線名の変更及び

新たに６路線を認定するものでございます。 
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 修正後の路線数は全体で８４８路線、総延長は４７万６,８０３メーターとなるものでござい

ます。御審議のほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありません

か。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今回は、これは台帳整理ということなんですが、実際的に町の

方はいわゆる舗装率等は皆つかんじょる状況なんですか。実際的に、例えばずっと旧町ごとに大

体出てきちょるんですか。現在ちょっとわかりにくいという状況なんですが、それはあと文書等

を見せてもらえればわかるということでよろしいですか。はい。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですね。ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第４９号町道の認定について、原

案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３３．議案第５０号 

日程第３４．議案第５１号 

日程第３５．議案第５２号 

日程第３６．議案第５３号 

日程第３７．議案第５４号 

日程第３８．議案第５５号 

日程第３９．議案第５６号 

日程第４０．議案第５７号 

日程第４１．議案第５８号 

日程第４２．議案第５９号 

日程第４３．議案第６０号 

日程第４４．議案第６１号 

日程第４５．議案第６２号 
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日程第４６．議案第６３号 

日程第４７．議案第６４号 

日程第４８．議案第６５号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第３３、議案第５０号周防大島町浮島地区学習等供用施設の指定管

理者の指定についてから日程第４８、議案第６５号周防大島町総合交流ターミナル指定管理者の

指定についてまでの１６議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。布村教育次長。 

○教育次長（布村 和男君）  それでは、議案５０号から５５号までの補足説明を申し上げます。 

 議案５０号周防大島町浮島地区学習等供用施設の指定管理者の指定についてでございますが、

この施設は樽見地区にあります。そして、地区公民館的な役割を担っており、現在、浮島地区自

治会に管理委託をお願いしているところでございます。指定管理者制度への移行に伴い、浮島地

区学習等供用施設の管理運営を浮島地区自治会へ指定をお願いするものでございます。 

 次に、議案第５１号周防大島町原地区学習等供用施設の指定管理者の指定についてであります

が、この施設も安下庄原地区の公民館的な役割を担っており、現在、原地区自治会に管理委託を

お願いしているものでございます。指定管理者制度への移行に伴い、原地区学習等供用施設の管

理運営を原地区自治会へ指定をお願いするものでございます。 

 議案第５２号周防大島町久賀歴史民俗資料館の指定管理者の指定について、議案第５３号周防

大島町町衆文化伝承の館の指定管理者の指定について、議案第５４号周防大島町町衆文化の薫る

郷公園指定管理者の指定についてにつきましては、この３施設は付随した施設でありますので、

一括して御説明を申し上げます。 

 この施設は久賀歴史民俗資料館を中心として陶芸の館等を有し、八幡生涯学習の村として久賀

地区の生涯学習の拠点となっており、現在３施設とも周防大島町久賀生涯学習振興財団に管理委

託をお願いしているところであります。指定管理者制度への移行に伴い、当該の３施設の管理運

営を財団法人周防大島町久賀生涯学習振興財団へ指定をお願いするものであります。 

 次に、議案第５５号日本ハワイ移民資料館の指定管理者の指定についてでございますが、この

施設はハワイで苦労された先人たちの苦難の足跡と繁栄の歴史を後世に伝えるために開館された

もので、現在、大島国際交流協会に管理委託をお願いしておるところでございます。指定管理者

制度への移行に伴い、日本ハワイ移民資料館の管理運営を大島国際交流会へ指定をお願いするも

のでございます。 

 以上、教育委員会関係の補足説明といたします。 

○議長（新山 玄雄君）  続いて、お願いします。椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  続きまして、議案第５６号から６５号までの補足説明を申し上げます。 
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 議案第５６号周防大島町ながうらスポーツ滞在型施設等の指定管理者の指定についてでござい

ますが、長浦地区にありますながうらスポーツ海浜スクエアとグリーンステイ長浦、両施設を現

在第三セクターの瀬戸内海リゾート株式会社に管理を委託しているところであります。指定管理

者制度への移行に伴いまして、当該施設の管理運営を瀬戸内海リゾート株式会社を非公募で指定

し、管理させようとするものでございます。 

 次に、議案第５７号周防大島町サン・スポーツランド片添の指定管理者の指定についてであり

ますが、この施設は、後の議案第６０号から６４号までの５議案に関連しますので、後ほど一括

して御説明を申し上げます。 

 次に、議案第５８号周防大島町フィッシングビレッジやしろ郷の指定管理者の指定につきまし

て及び議案第５９号周防大島町自光寺ピッコロランドの指定管理者の指定についてでありますが、

両施設は、やしろ郷ふれあいの里の中核的な施設であり、現在フィッシングビレッジやしろ郷を

大島やしろ郷交流会に自光寺ピッコロランド特定非営利活動法人やしろ郷いやしの里にそれぞれ

管理を委託しているところであります。指定管理者制度への移行に伴いまして、フィッシングビ

レッジやしろ郷の管理運営を大島やしろ郷交流会へ、自光寺ピッコロランドの管理運営を特定非

営利活動法人やしろ郷いやしの里へそれぞれ非公募によって指定し、管理をさせようとするもの

でございます。 

 次に、先ほどの議案第５７号周防大島町サン・スポーツランド片添の指定管理者の指定及び議

案第６０号周防大島町片添ケ浜温泉遊湯ランドの指定管理者の指定、並びに議案第６１号周防大

島町青少年旅行村の指定管理者の指定、並びに議案第６２号周防大島町陸奥野営場の指定管理者

の指定、並びに議案第６３号周防大島町立陸奥記念館の指定管理者の指定、並びに議案第６４号

周防大島町なぎさ水族館の指定管理者の指定についてでありますが、この６施設のうち、サン・

スポーツランド片添及び添ケ浜温泉遊湯ランドの２施設は片添ケ浜に、青少年旅行村は逗子ケ浜

に、陸奥野営場及び陸奥記念館並びになぎさ水族館の３施設は伊保田にありますが、これら６施

設とも、現在外郭団体の社団法人東和ふるさとセンターに管理を委託しているところであります。

指定管理者制度への移行に伴いまして、当該６施設の管理運営を社団法人東和ふるさとセンター

へ非公募により指定しようとするものでございます。 

 最後に、議案第６５号周防大島町総合交流ターミナルの指定管理者の指定についてであります

が、道の駅として登録されているこの施設は西方長崎にあり、現在第三セクターの有限会社サザ

ンセトとうわに管理を委託しているところであります。指定管理者制度への移行に伴いまして、

当該施設の管理運営を有限会社サザンセトとうわへ非公募で指定し、管理をさせようとするもの

でございます。 

 何とぞ慎重なる御審議の上、御審議を賜りますようよろしくお願いいたします。 
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○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。議案第５０号、質

疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今回、浮島地区自治会の方に指定管理者ということで、いわゆ

る周防大島町浮島地区学習供用施設を指定管理者制度に据えるわけなんですが、この公民館をい

わゆる指定管理者にする必要性ていうのはどこにあるんじゃろうか、その必要性について聞いて

おきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  昨年の９月の定例会におきましてから、指定管理者に指定することがで

きるという条例改正を行った各種公の施設が条例改正をさせていただきました。 

 要するに、地方自治法における管理委託制度というものが法律上なくなって、直営かまたは指

定管理者への指定管理ということになったわけでございます。今現在公の施設でなおかつ管理を

委託しておる施設につきましては、直営か指定管理しかできないということになったわけでござ

いますので、直営では非常に効率が悪く運用が難しいということから、今回指定管理者制度を活

用し、指定管理者を指定するということにしたいというふうに思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  この面では予算的には基本的には変わらないという考え方でよ

ろしいかどうか聞いておきたいと思います。 

 それとあわせて、実際的に施設によっては単年度があり長年度があると、こういう施設の場合

は基本的には何カ年でいわゆる契約を結ぼうとするのか聞いておきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  今回、非公募ですべてを、指定管理者を指定しようといたしております。

要するに、本来であれば公募制をとって、いかにその指定管理料を安く、安価なとこで指定管理

をしていただけるとこがあるかというのを公募するのが筋でございます。 

 ただし、この公募でよる指定管理を選定するということになりますと相当期間がございます。

周防大島町の場合１６年の１０月に合併をしたということでございまして、１８年の４月から公

募による指定管理をしようとすれば、もう既に１６年の中旬ごろからその作業を始めておかなけ

ればならないということでございまして、１８年の４月には公募が間に合わなかったということ

で、実際には公募をするのは１９年の４月から公募での指定管理者に移行しようというふうに考

えておりますので、今回は非公募でございますので、１年間に限りという形で指定管理期間を定

めております。 

 それと、もう１点、指定管理料の問題があったと思いますが、要するに、個別に指定管理料と

いうのは協定を結ぶことになっております。それで、今年度非公募の場合は、その指定管理者と
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町とで協議の上、その指定管理料を設定するということになっております。これから公募になれ

ば、今度はいろいろな応募をする方の運営なり、またはその指定管理料の額なりを見てから選定

委員会で指定管理者を選定していくということになりますので、これが法律の改正のねらい目で

あって、民間の方々が運営する方がより安価な形でいい運営ができるんではないかということを

ねらっておるんだろうと思っております。 

 だから、周防大島町の公の施設の場合、１８年度はすべて非公募でございますので、１年間と

いう指定管理期間でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  実際的にこういった公民館等を指定管理者制度で公募といって

も、実際的には公募団体がほとんどおられない。実態としてはずっと同じ契約をしていくという

格好になるんじゃないか。 

 それで、自治法の改正云々が言われましたが、実際的には自治法の解釈について、私は公民館

等については基本的には違うというふうに考えております。ま、いいです。ちょっと公民館等を

実際的に、例えば浮島というところに仮に指定管理者制度を導入したとしても、公募型にしたと

しても、実際的には契約でいえば自治体という流れにならざるを得んのじゃないかなと。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  そのとおりでございます。要するに、私、原則的な話で申し上げました

が、原則は公募だということでございます。ただし、今の言うような施設のように公募になじま

ない施設というのも当然あるわけでございます。それでまた、学習等供用施設等につきましては、

今までも管理委託料を払っておるというわけではございません。要するに、自治会の方で通常の

維持管理は見ていただいておるということでございますので、公の施設がすべて指定管理者には

なりますが、将来すべてを公募するという意味ではないと思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。小田議員。 

○議員（２３番 小田 貞利君）  公民館的な立場ということですが、５０も５１号も５２号も関

連すると思うんですが、ほかの公民館への委託料との整合性というか、金額的なものはもう決ま

っているんですか。 

○議長（新山 玄雄君）  坂本総合政策課長。 

○総合政策課長（坂本  薫君）  この指定管理制度の条例及び規則等で規定されております施設

は８１施設あります。 

 そして、そのうちの３１施設については直営で管理していこうというふうに考えており、残り

の５０施設につきまして指定管理制度に移行していきたいというふうに考えておるところであり

ますが、この３月議会に上程しておりますのは、一応１６施設ということでございます。あと
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３４施設につきましては、自治会とかコミュニティー地区代表者、社会福祉協議会等で管理をし

ている施設でございまして、１８年度９月１日以降から一応指定管理に移行したいということで

ございまして、今ただいま準備を進めているところでございます。 

 したがいまして、６月議会に上程をしたいということでありまして、ほかにまだ自治会に管理

委託をしておる施設はたくさんあります。橘でいけば安高農事集会所とか正分地区農事集会所、

鹿家農事集会所というような、公民館的に使っておる施設がまだあるということでございますが、

これは一応６月議会でまたお願いしたいということで、ただいま準備を進めておるところでござ

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  小田議員。 

○議員（２３番 小田 貞利君）  公民館的に使う施設を町が自治会なりにお願いするわけですよ

ね。そのときに金額がまちまちだったら問題になるわけです。そういう部分でのそういう施設に

対してはどのくらいというような方向性ていうのは決まってますかということを質問……。 

○議長（新山 玄雄君）  坂本総合政策課長。 

○総合政策課長（坂本  薫君）  自治会にお願いしておるのは基本的には自治会の方で運営管理

ですか、管理費は負担しておりまして、町からは出していないということでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 移ります。議案第５１号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第５２号、質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今回単年度というちょっと確認を含めてしたいというふうに思

いますが、今回は５２号久賀歴史民俗資料館、これ先ほどどういう言い方したかわかりませんが、

実際的には管理委託料１年間をいわゆる計上し、そして契約をされるということになると思いま

す。予算上は予算書の方へ出ておると思いますが、基準額等について、どういう策定をされたの

か、基準額、これについて過去何年間にさかのぼって平均を出したとかいろいろあるかもわかり

ませんので一応聞いておきたいというふうに思います。それとも、先ほどから出ておるように、

実際的には昨年度と同額を出したということなのかどうなのか。 

 また、代表等については、振興財団代表、そして組織形態はどうなっておるのかをあわせて聞

いておきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  布村教育次長。 
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○教育次長（布村 和男君）  予算ですが、指定管理制度にするわけですから、平成１７年度の予

算よりは少なくしようということで算定をしております。 

 そしてまた、収入を上げて、それでひとつ運営をしてくださいというような格好でしておりま

す。 

 もう一つ、代表とかということですが、財団の理事長が教育長、副理事長が教育次長、そして

事務局長が久賀の教育支所長ということで現在運営をしております。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  ということになると、実態的には中身は今まだ公募はしてない

わけですから、基本的には去年の流れで、去年受けた人がそのままやると、それで来年度以降は

公募するという考え方ということになるんですか。 

 それと、先ほど金額的には去年より下げたという言われ方をしたんですが、実際的にはまだ十

分な各委員会で審議されると思いますが、予算書の方は。実際的には何％ぐらいという格好で計

上されておるのか聞いちょきたいなというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  今この生涯学習財団だけの話ではなくて、少しちょっと今の審議されて

いる議案とは若干広くなりますが、例えば周防大島町になりまして、町が設立した社団法人、財

団法人、有限会社、株式会社、株式会社なんか町だけじゃありませんが、そういった町が入った

三セクなり社団、財団法人が４つあるわけです。これが長浦と片添、伊保田のあたりのその旧東

和町のいろいろな施設、もう一つは今の生涯学習村、それともう一つは、有限会社は道の駅を今

まで管理委託しておりました。 

 それで、今御指摘のありました公募の話なのですが、原則的には公募すべきだと思っておりま

す。ただし、１９年の４月から公募したら、例えば当然その収益の上がる施設を皆管理をいたし

ております。ただ、これ今の生涯学習村はちょっと若干違いますが、収益の上がる施設を公簿し

たら、当然その民間からも道の駅であれば私がやりましょうということも当然応募される方がた

くさんおるんではないかと思っております。そうしたときに、有限会社道の駅というのを旧東和

町で町、商工会、農協、漁協という団体と共同で設立いたしております。だから、そこが例えば

公募の中で破れたときは、公募になってとれなかったときはどうなるのかといいますと、そこだ

けを運営している会社でございますので、当然そこの会社というのは立ち行かなくなると思うん

です。だから、果たしてそれをすぐ来年の４月からやるのがいいのかどうかと、原則論は当然、

原則的には公募するべきだと思っておりますが、これはまた、先ほど総合政策課長の方から６月

の議会で次の分の条例改正もということがありましたが、条例改正じゃない、指定管理をお願い

するということがありましたが、このときにでも一緒にまた議会の方とも意見交換をしながらや
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っていかなければならないのではないかと思っております。 

 要するに、町のつくった三セクが今となったらなかなかとれなかったときのことも当然考えて

おかなければならないということでございますので、これは何回も言うようですが、原則は公募

なのですが、公募してそれが三セクがとれなかったときのことをどうするのかということも十分

考えながら公募しなければならないというふうに思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  布村教育次長。 

○教育次長（布村 和男君）  予算につきましては、昨年度より約５％落としております。そして、

今後のことですが、説明がありましたように、来年度は公募等にて考えております。そして、今

御指摘がありましたように、組織、財団のあり方を今後どうするかということが当然そこで出て

くるわけです。そのことについても来年度に向けてこれから考えていきたいというふうに思って

おります。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。次に移ります。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  非常にここは言うてなんですが、もうける施設でない。それは見

てのとおりです。お金が入るような施設じゃないわけですから。それを指定管理者されて、財団

も非常に困っとるじゃろうとは思います。来年、公募といいますか、実際に公募をしてここを引

き受け手がおるかという気はしますよね、それはもちろん。 

 やはり、もうこの財団にやってもらうんであれば、やっぱり予算的な財源的な裏づけをきちん

とせんと、そりゃ今職員あすこ２人おりますけど、職員やめますよ、なかったら。やっぱりそら

その辺はきちんと。もう本来は今までのような形でやれなくなったわけですから、指定管理者と

いうことにせざるを得んということでしょ、要は。今までのやり方でできんわけですから。です

から、あすこをやっぱり歴史民俗資料館を含めたあすこ周辺を維持していくためにはやっぱり予

算的な裏づけをずっとしていかなきゃいけないと、ただ５％切った、また来年も５％切った、

段々これ下げていったんじゃこれやり手おりません。あっこをつぶすんならそりゃそれでええで

しょうけど、やっぱそういうわけにいかんと思います。それはしっかり考えていただきたいと思

います。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  ちょっと誤解があるようなので説明させていただきます。 

 今の生涯学習財団に委託しておりましたら、当然その指定管理料は千数百万円になっておりま

す。要するに、指定管理者を公募したときに、財団法人とその民間のどなたかグループが公募し

たら、必ず千何百万円いただかなくても、私たちはそれより安い金額でやりますよていうのはお

るはずなんです。（発言する者あり）いや、それは常勤職員を２人抱えて、パートを入れてやっ

てるから千何百万円もかかるわけです。ただ、パートの人だけでやりましょうということになれ
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ば、それは当然安くなって、例えば１,７００万円の指定管理料をことし払うとすれば、これを

ほんなら私なら１,０００万円でやりましょうという方が出たらやぶれるわけです。だから、必

ずしも今と同じような運営形態をしないということになれば、それはやる方がおると思います。

例えばそういう歴史の関係の見識のある方々がグループで私たちが受けましょうと、この方が例

えばリタイヤした人でグループをつくれば、私たちはパート代でいいですよということになれば、

今のよりはずっと安く受けられるということになるわけです。 

 以上のようなことですから、必ずしもやる人がいないというふうに決めつけることはできない

んじゃないかというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  聞きますけど、おらんかった場合は、じゃやっぱり今の形を続け

ざるを得んということなんですか。続けざるを得んじゃなしに、やっぱここは残していかにゃい

けんと思うんです。これだけは言っておきます。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木助役。 

○助役（椎木  巧君）  いなかったときは、それは今の社団法人がおるわけですから、今のに、

例えば１者応募すれば、１者で指定管理をするということもありますし、例えばゼロであれば、

最終的には直営ということになることも考えなければなりません。 

 ただし、町がつくった財団法人でありますので、ここの職員さん方というのは、もともと町が

つくった財団に入ったという意識は当然あるわけです。だからそれを指定管理にならなかったと

きのことも十分考えていかなければならないというのがこの今の４つの団体に言えることだと思

っております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 移ります。議案第５３号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第５４号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第５５号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 
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 議案第５６号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第５７号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第５８号、質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  実際的に今５８号はフィッシングビレッジやしろ郷ということ

で、旧大島町それぞれ委託契約から契約ということになりますが、実際的にはこれはかなり逆に

いえば運営しにくい施設の種類になるわけです。そういう場合に、運営しにくい施設と採算の合

う施設とかいう組み合わせ方、これは今１年間前年度と同様のスタイルで契約しちょるんですか

ね。実際的には先ほどから出ておる６月については、そういう部分も含めてから検討していくと

いう考え方ということでよろしいのかどうなのか。今この議案そのものは単発で出ております。

１年間の単発ということで出ておりますから……。（発言する者あり） 

○議長（新山 玄雄君）  坂本総合政策課長。 

○総合政策課長（坂本  薫君）  ６月議会にお願いするのは施設ごとに考えております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 次に移ります。議案第５９号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第６０号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第６１号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 議案第６２号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 議案第６３号、質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 議案第６４号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 議案第６５号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 これより討論、採決に入ります。議案第５０号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第５０号周防大島町浮島地区学習

等供用施設の指定管理者の指定について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第５１号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第５１号周防大島町原地区学習等

供用施設の指定管理者の指定について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第５２号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第５２号周防大島町久賀歴史民俗

資料館の指定管理者の指定について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第５３号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第５３号周防大島町町衆文化伝承

の館の指定管理者の指定について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第５４号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第５４号周防大島町町衆文化の薫

る郷公園の指定管理者の指定について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第５５号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第５５号日本ハワイ移民資料館の

指定管理者の指定について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第５６号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第５６号周防大島町ながうらス

ポーツ滞在型施設等の指定管理者の指定について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第５７号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 起立による採決を行います。議案第５７号周防大島町サン・スポーツランド片添の指定管理者

の指定について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第５８号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 起立による採決を行います。議案第５８号周防大島町フィッシングビレッジやしろ郷の指定管

理者の指定について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第５９号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第５９号周防大島町自光寺ピッコ

ロランドの指定管理者の指定について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第６０号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 起立による採決を行います。議案第６０号周防大島町片添ケ浜温泉遊湯ランドの指定管理者の

指定について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第６１号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 起立による採決を行います。議案第６１号周防大島町青少年旅行村の指定管理者の指定につい

て、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第６２号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第６２号大島町陸奥野営場の指定

管理者の指定について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第６３号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 起立による採決を行います。議案第６３号周防大島町立陸奥記念館の指定管理者の指定につい

て、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第６４号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 起立による採決を行います。議案第６４号周防大島町なぎさ水族館の指定管理者の指定につい

て原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第６５号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 起立による採決を行います。議案第６５号周防大島町総合交流ターミナル指定管理者の指定に

ついて、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（新山 玄雄君）  以上で本日の日程は全部議了しました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 次の会議は、３月２０日月曜日、午前９時３０分から開きます。 

○事務局長（山内 章弘君）  御起立願います。一同、礼。 

午後４時30分散会 
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────────────────────────────── 


